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○

企
業
内
容
等
の
開
示
に
関
す
る
内
閣
府
令
（
昭
和
四
十
八
年
大
蔵
省
令
第
五
号
）

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改

正
前
欄
及
び
改
正
後
欄
に
対
応
し
て
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
（
連
続
す
る
他
の
規
定
と
記
号
に
よ
り
一
括
し
て
掲
げ
る
規
定
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
標
記
部
分
に
係
る
記
載

）
に
二
重
傍
線
を
付
し
た
規
定
（
以
下
「
対
象
規
定
」
と
い
う
。
）
は
、
そ
の
標
記
部
分
が
異
な
る
も
の
は
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
を
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象

規
定
と
し
て
移
動
し
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
で
改
正
前
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
加
え
る
。

改

正

後

改

正

前

（
有
価
証
券
届
出
書
の
記
載
内
容
等
）

（
有
価
証
券
届
出
書
の
記
載
内
容
等
）

第
八
条

法
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
有
価
証
券
届
出
書
を
提
出
し
よ
う
と

第
八
条

［
同
上
］

す
る
発
行
者
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定

め
る
様
式
に
よ
り
有
価
証
券
届
出
書
三
通
を
作
成
し
、
財
務
局
長
等
に
提
出
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

［
一
・
二

略
］

［
一
・
二

同
上
］

三

発
行
者
が
内
国
会
社
で
あ
つ
て
、
特
定
組
織
再
編
成
発
行
手
続
、
特
定
組

三

発
行
者
が
内
国
会
社
で
あ
つ
て
、
特
定
組
織
再
編
成
発
行
手
続
若
し
く
は

織
再
編
成
交
付
手
続
若
し
く
は
株
式
交
付
を
行
う
場
合
又
は
法
第
二
十
七
条

特
定
組
織
再
編
成
交
付
手
続
を
行
う
場
合
又
は
法
第
二
十
七
条
の
四
第
一
項

の
四
第
一
項
の
場
合
に
お
い
て
、
有
価
証
券
届
出
書
を
提
出
し
よ
う
と
す
る

の
場
合
に
お
い
て
、
有
価
証
券
届
出
書
を
提
出
し
よ
う
と
す
る
と
き
（
前
号

と
き
（
前
号
に
掲
げ
る
場
合
を
除
く
。
）

第
二
号
の
六
様
式

に
掲
げ
る
場
合
を
除
く
。
）

第
二
号
の
六
様
式

四

［
略
］

四

［
同
上
］

五

発
行
者
が
外
国
会
社
で
あ
つ
て
、
特
定
組
織
再
編
成
発
行
手
続
、
特
定
組

五

発
行
者
が
外
国
会
社
で
あ
つ
て
、
特
定
組
織
再
編
成
発
行
手
続
若
し
く
は

織
再
編
成
交
付
手
続
若
し
く
は
株
式
交
付
を
行
う
場
合
又
は
法
第
二
十
七
条

特
定
組
織
再
編
成
交
付
手
続
を
行
う
場
合
又
は
法
第
二
十
七
条
の
四
第
一
項

の
四
第
一
項
の
場
合
に
お
い
て
、
有
価
証
券
届
出
書
を
提
出
し
よ
う
と
す
る

の
場
合
に
お
い
て
、
有
価
証
券
届
出
書
を
提
出
し
よ
う
と
す
る
と
き

第
七

と
き

第
七
号
の
四
様
式

号
の
四
様
式
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２

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
本
邦
の
金
融
商
品
取
引
所
に
発
行
株
式
を
上

２

［
同
上
］

場
し
よ
う
と
す
る
会
社
（
指
定
法
人
を
含
む
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。

）
又
は
認
可
金
融
商
品
取
引
業
協
会
に
発
行
株
式
を
店
頭
売
買
有
価
証
券
と
し

て
登
録
し
よ
う
と
す
る
会
社
で
、
当
該
金
融
商
品
取
引
所
又
は
当
該
認
可
金
融

商
品
取
引
業
協
会
の
規
則
に
よ
り
発
行
株
式
の
募
集
又
は
売
出
し
を
行
う
た
め

、
法
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
有
価
証
券
届
出
書
を
提
出
し
よ
う
と
す
る

会
社
（
内
国
会
社
に
限
る
。
）
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ

、
当
該
各
号
に
定
め
る
様
式
に
よ
り
、
有
価
証
券
届
出
書
三
通
を
作
成
し
、
財

務
局
長
等
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

当
該
募
集
又
は
売
出
し
が
特
定
組
織
再
編
成
発
行
手
続
若
し
く
は
特
定
組

一

当
該
募
集
又
は
売
出
し
が
特
定
組
織
再
編
成
発
行
手
続
又
は
特
定
組
織
再

織
再
編
成
交
付
手
続
に
該
当
し
な
い
場
合
又
は
株
式
交
付
に
際
し
て
行
わ
れ

編
成
交
付
手
続
に
該
当
し
な
い
場
合

第
二
号
の
四
様
式

る
も
の
で
な
い
場
合

第
二
号
の
四
様
式

二

当
該
募
集
又
は
売
出
し
が
特
定
組
織
再
編
成
発
行
手
続
若
し
く
は
特
定
組

二

当
該
募
集
又
は
売
出
し
が
特
定
組
織
再
編
成
発
行
手
続
又
は
特
定
組
織
再

織
再
編
成
交
付
手
続
に
該
当
す
る
場
合
又
は
株
式
交
付
に
際
し
て
行
わ
れ
る

編
成
交
付
手
続
に
該
当
す
る
場
合

第
二
号
の
七
様
式

も
の
で
あ
る
場
合

第
二
号
の
七
様
式

（
有
価
証
券
届
出
書
等
の
記
載
の
特
例
）

（
有
価
証
券
届
出
書
等
の
記
載
の
特
例
）

第
九
条

法
第
五
条
第
一
項
た
だ
し
書
（
法
第
二
十
七
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場

第
九
条

［
同
上
］

合
を
含
む
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め

る
場
合
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
と
し
、
同
項
た
だ
し
書
並
び
に
法
第
十

三
条
第
二
項
た
だ
し
書
及
び
第
二
十
三
条
の
十
二
第
七
項
（
こ
れ
ら
の
規
定
を

法
第
二
十
七
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
規
定
す
る
内
閣
府
令

で
定
め
る
事
項
は
、
当
該
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
当
該
各
号
に
定
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め
る
事
項
と
す
る
。

［
一
・
二

略
］

［
一
・
二

同
上
］

三

時
価
又
は
時
価
に
近
い
一
定
の
価
格
に
よ
り
発
行
し
、
又
は
移
転
す
る
株

三

［
同
上
］

券
を
取
得
す
る
こ
と
と
な
る
新
株
予
約
権
が
付
与
さ
れ
て
い
る
新
株
予
約
権

付
社
債
券
に
つ
き
、
当
該
株
券
の
発
行
価
格
の
決
定
前
に
募
集
を
行
う
必
要

が
あ
る
場
合

次
に
掲
げ
る
事
項

［
イ
～
ヲ

略
］

［
イ
～
ヲ

同
上
］

ワ

社
債
管
理
者
（
社
債
管
理
補
助
者
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
又
は
社
債

ワ

社
債
管
理
者
又
は
社
債
の
管
理
会
社
の
名
称
及
び
そ
の
住
所

の
管
理
会
社
の
名
称
（
社
債
管
理
補
助
者
に
あ
つ
て
は
、
氏
名
又
は
名
称

）
及
び
そ
の
住
所

カ

［
略
］

カ

［
同
上
］

［
三
の
二
～
九

略
］

［
三
の
二
～
九

同
上
］

（
外
国
会
社
届
出
書
の
提
出
等
）

（
外
国
会
社
届
出
書
の
提
出
等
）

第
九
条
の
七

［
略
］

第
九
条
の
七

［
同
上
］

２

［
略
］

２

［
同
上
］

３

法
第
五
条
第
七
項
に
規
定
す
る
書
類
に
記
載
さ
れ
て
い
な
い
事
項
の
う
ち
公

３

法
第
五
条
第
七
項
に
規
定
す
る
書
類
に
記
載
さ
れ
て
い
な
い
事
項
の
う
ち
公

益
又
は
投
資
者
保
護
の
た
め
必
要
か
つ
適
当
な
も
の
と
し
て
内
閣
府
令
で
定
め

益
又
は
投
資
者
保
護
の
た
め
必
要
か
つ
適
当
な
も
の
と
し
て
内
閣
府
令
で
定
め

る
も
の
は
、
前
項
各
号
に
掲
げ
る
様
式
に
よ
る
有
価
証
券
届
出
書
に
記
載
す
べ

る
も
の
は
、
前
項
各
号
に
掲
げ
る
様
式
に
よ
る
有
価
証
券
届
出
書
に
記
載
す
べ

き
事
項
（
第
七
号
様
式
に
あ
つ
て
は
「第

一
部

証
券

情
報

」
、
第
七
号
の
四

き
事
項
（
第
七
号
様
式
に
あ
つ
て
は
「第

一
部

証
券

情
報

」
、
第
七
号
の
四

様
式
に
あ
つ
て
は
「第

一
部

証
券

情
報

」
及
び
「第

二
部

組
織

再
編

成

様
式
に
あ
つ
て
は
「第

一
部

証
券

情
報

」
及
び
「第

二
部

組
織

再
編

成

（

、

株
式

交
付

又
は

公
開

買
付

け
に

関
す

る
情

報

」
に
記
載
す
べ
き
事
項
を
除
く
。

公
開

買
付

け

）に
関

す
る

情
報

」
に
記
載
す
べ
き
事
項
を
除
く
。
次
項
第
二
号

次
項
第
二
号
に
お
い
て
「
発
行
者
情
報
」
と
い
う
。
）
で
あ
つ
て
、
当
該
書
類

に
お
い
て
「
発
行
者
情
報
」
と
い
う
。
）
で
あ
つ
て
、
当
該
書
類
に
記
載
さ
れ
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に
記
載
さ
れ
て
い
な
い
事
項
（
同
項
第
一
号
に
お
い
て
「
不
記
載
事
項
」
と
い

て
い
な
い
事
項
（
同
項
第
一
号
に
お
い
て
「
不
記
載
事
項
」
と
い
う
。
）
の
う

う
。
）
の
う
ち
、
前
項
各
号
に
定
め
る
事
項
を
日
本
語
又
は
英
語
に
よ
つ
て
記

ち
、
前
項
各
号
に
定
め
る
事
項
を
日
本
語
又
は
英
語
に
よ
つ
て
記
載
し
た
も
の

載
し
た
も
の
（
当
該
事
項
を
英
語
に
よ
つ
て
記
載
し
た
も
の
で
あ
る
場
合
は
、

（
当
該
事
項
を
英
語
に
よ
つ
て
記
載
し
た
も
の
で
あ
る
場
合
は
、
当
該
事
項
の

当
該
事
項
の
要
約
の
日
本
語
に
よ
る
翻
訳
文
を
添
付
す
る
こ
と
。
）
と
す
る
。

要
約
の
日
本
語
に
よ
る
翻
訳
文
を
添
付
す
る
こ
と
。
）
と
す
る
。

４

［
略
］

４

［
同
上
］

（
目
論
見
書
の
作
成
を
要
し
な
い
新
株
予
約
権
証
券
の
募
集
に
係
る
日
刊
新
聞

（
目
論
見
書
の
作
成
を
要
し
な
い
新
株
予
約
権
証
券
の
募
集
に
係
る
日
刊
新
聞

紙
掲
載
事
項
）

紙
掲
載
事
項
）

第
十
一
条
の
五

法
第
十
三
条
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る

第
十
一
条
の
五

［
同
上
］

事
項
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

一

［
略
］

一

［
同
上
］

二

令
第
十
四
条
の
十
二
の
規
定
に
よ
り
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
し
て
公
衆

二

前
号
に
規
定
す
る
届
出
に
係
る
法
第
二
十
七
条
の
三
十
の
二
に
規
定
す
る

の
縦
覧
に
供
さ
れ
る
前
号
に
規
定
す
る
届
出
に
係
る
事
項
を
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ

電
子
開
示
手
続
（
法
第
二
十
七
条
の
三
十
の
四
の
規
定
に
よ
り
磁
気
デ
ィ
ス

ト
に
お
い
て
識
別
す
る
た
め
の
文
字
、
記
号
そ
の
他
の
符
号
又
は
こ
れ
ら
の

ク
（
こ
れ
に
準
ず
る
方
法
に
よ
り
一
定
の
事
項
を
確
実
に
記
録
し
て
お
く
こ

結
合
で
あ
つ
て
、
情
報
の
提
供
を
受
け
る
者
が
そ
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算

と
が
で
き
る
物
を
含
む
。
）
の
提
出
に
よ
り
当
該
手
続
を
行
つ
た
場
合
を
含

機
に
入
力
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
当
該
情
報
の
内
容
を
閲
覧
す
る
こ
と
が
で
き

む
。
）
を
行
う
た
め
に
使
用
し
た
法
第
二
十
七
条
の
三
十
の
二
に
規
定
す
る

る
も
の

開
示
用
電
子
情
報
処
理
組
織
の
う
ち
当
該
電
子
開
示
手
続
に
よ
り
フ
ァ
イ
ル

に
記
録
さ
れ
た
事
項
と
同
一
の
事
項
の
公
衆
の
縦
覧
に
供
す
る
部
分
を
イ
ン

タ
ー
ネ
ッ
ト
に
お
い
て
識
別
す
る
た
め
の
文
字
、
記
号
そ
の
他
の
符
号
又
は

こ
れ
ら
の
結
合
で
あ
つ
て
、
情
報
の
提
供
を
受
け
る
者
が
そ
の
使
用
に
係
る

電
子
計
算
機
に
入
力
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
当
該
情
報
の
内
容
を
閲
覧
す
る
こ

と
が
で
き
る
も
の

三

［
略
］

三

［
同
上
］
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（
臨
時
報
告
書
の
記
載
内
容
等
）

（
臨
時
報
告
書
の
記
載
内
容
等
）

第
十
九
条

［
略
］

第
十
九
条

［
同
上
］

２

法
第
二
十
四
条
の
五
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
臨
時
報
告
書
を
提
出
す
べ
き
会

２

［
同
上
］

社
（
指
定
法
人
を
含
む
。
）
は
、
内
国
会
社
に
あ
つ
て
は
第
五
号
の
三
様
式
、

外
国
会
社
に
あ
つ
て
は
第
十
号
の
二
様
式
に
よ
り
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合

の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
事
項
を
記
載
し
た
臨
時
報
告
書
三
通
を

作
成
し
、
財
務
局
長
等
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

提
出
会
社
が
発
行
者
で
あ
る
有
価
証
券
（
新
株
予
約
権
付
社
債
券
（
株
式

一

［
同
上
］

買
取
権
等
が
付
与
さ
れ
て
い
る
社
債
券
を
含
む
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同

じ
。
）
以
外
の
社
債
券
、
社
会
医
療
法
人
債
券
、
学
校
債
券
、
学
校
貸
付
債

権
、
コ
マ
ー
シ
ャ
ル
・
ペ
ー
パ
ー
、
外
国
譲
渡
性
預
金
証
書
、
有
価
証
券
信

託
受
益
証
券
（
株
券
、
新
株
予
約
権
証
券
又
は
新
株
予
約
権
付
社
債
券
を
受

託
有
価
証
券
と
す
る
も
の
を
除
く
。
）
、
預
託
証
券
（
株
券
、
新
株
予
約
権

証
券
又
は
新
株
予
約
権
付
社
債
券
に
係
る
権
利
を
表
示
す
る
も
の
を
除
く
。

）
及
び
カ
バ
ー
ド
ワ
ラ
ン
ト
を
除
く
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の

募
集
（
五
十
名
未
満
の
者
を
相
手
方
と
し
て
行
う
も
の
を
除
く
。
以
下
こ
の

号
及
び
第
四
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
又
は
売
出
し
（
法
第
二
条
第
四
項
に
規

定
す
る
売
出
し
の
う
ち
、
当
該
有
価
証
券
の
売
出
し
が
行
わ
れ
る
日
以
前
一

月
以
内
に
行
わ
れ
た
同
種
の
既
発
行
証
券
の
売
付
け
勧
誘
等
の
相
手
方
が
五

十
名
未
満
の
者
で
あ
る
場
合
を
除
き
、
当
該
有
価
証
券
の
所
有
者
が
第
四
条

第
四
項
第
一
号
又
は
第
二
号
に
掲
げ
る
者
で
あ
つ
た
場
合
に
限
る
。
以
下
こ

の
号
及
び
第
四
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
う
ち
発
行
価
額
又
は
売
出
価
額
の
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総
額
が
一
億
円
以
上
で
あ
る
も
の
が
本
邦
以
外
の
地
域
に
お
い
て
開
始
さ
れ

た
場
合
（
当
該
募
集
又
は
売
出
し
に
係
る
有
価
証
券
と
同
一
の
種
類
の
有
価

証
券
の
募
集
又
は
売
出
し
が
、
本
邦
以
外
の
地
域
と
並
行
し
て
本
邦
に
お
い

て
開
始
さ
れ
た
場
合
で
あ
つ
て
、
そ
の
本
邦
に
お
け
る
募
集
又
は
売
出
し
に

係
る
有
価
証
券
届
出
書
又
は
発
行
登
録
追
補
書
類
に
本
邦
以
外
の
地
域
に
お

い
て
開
始
さ
れ
た
募
集
又
は
売
出
し
に
係
る
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た

と
き
を
除
く
。
）

次
に
掲
げ
る
事
項

［
イ
～
ル

略
］

［
イ
～
ル

同
上
］

ヲ

当
該
有
価
証
券
（
株
券
、
新
株
予
約
権
証
券
及
び
新
株
予
約
権
付
社
債

ヲ

当
該
有
価
証
券
（
株
券
、
新
株
予
約
権
証
券
及
び
新
株
予
約
権
付
社
債

券
に
限
る
。
以
下
ヲ
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
募
集
又
は
売
出
し
が
当
該
有

券
に
限
る
。
以
下
ヲ
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
募
集
又
は
売
出
し
が
当
該
有

価
証
券
に
係
る
株
式
又
は
新
株
予
約
権
を
特
定
の
者
に
割
り
当
て
る
方
法

価
証
券
に
係
る
株
式
又
は
新
株
予
約
権
を
特
定
の
者
に
割
り
当
て
る
方
法

（
会
社
法
第
二
百
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
株
式
の
割
当
て
及
び
同
法

（
会
社
法
第
二
百
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
株
式
の
割
当
て
及
び
同
法

第
二
百
四
十
一
条
第
一
項
又
は
同
法
第
二
百
七
十
七
条
の
規
定
に
よ
る
新

第
二
百
四
十
一
条
第
一
項
又
は
同
法
第
二
百
七
十
七
条
の
規
定
に
よ
る
新

株
予
約
権
の
割
当
て
に
よ
る
方
法
（
外
国
会
社
に
あ
つ
て
は
、
こ
れ
ら
に

株
予
約
権
の
割
当
て
に
よ
る
方
法
（
外
国
会
社
に
あ
つ
て
は
、
こ
れ
ら
に

準
ず
る
方
法
）
並
び
に
次
の
⑴
か
ら
⑷
ま
で
に
掲
げ
る
方
法
を
除
く
。
次

準
ず
る
方
法
）
並
び
に
次
の
⑴
か
ら
⑶
ま
で
に
掲
げ
る
方
法
を
除
く
。
次

号
に
お
い
て
「
第
三
者
割
当
」
と
い
う
。
）
に
よ
り
行
わ
れ
る
場
合
に
は

号
に
お
い
て
「
第
三
者
割
当
」
と
い
う
。
）
に
よ
り
行
わ
れ
る
場
合
に
は

、
イ
か
ら
チ
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
の
ほ
か
、
第
二
号
様
式
第
一
部
の
第
３

、
イ
か
ら
チ
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
の
ほ
か
、
第
二
号
様
式
第
一
部
の
第
３

に
掲
げ
る
事
項

に
掲
げ
る
事
項

［
⑴
～
⑶

略
］

［
⑴
～
⑶

同
上
］

⑷

会
社
法
第
二
百
二
条
の
二
第
一
項
各
号
（
同
条
第
三
項
に
お
い
て
読

［
加
え
る
。
］

み
替
え
て
適
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
掲
げ
る
事
項
を
募
集
事
項
に

含
む
株
式
を
割
り
当
て
る
方
法
又
は
同
法
第
二
百
三
十
六
条
第
三
項
各

号
（
同
条
第
四
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
適
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
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に
掲
げ
る
事
項
を
内
容
と
す
る
新
株
予
約
権
（
⑵
に
規
定
す
る
新
株
予

約
権
を
除
く
。
）
を
割
り
当
て
る
方
法

ワ

［
略
］

ワ

［
同
上
］

［
二
～
八

略
］

［
二
～
八

同
上
］

八
の
二

提
出
会
社
に
よ
る
子
会
社
取
得
（
子
会
社
で
な
か
つ
た
会
社
の
発
行

八
の
二

提
出
会
社
に
よ
る
子
会
社
取
得
（
子
会
社
で
な
か
つ
た
会
社
の
発
行

す
る
株
式
又
は
持
分
を
取
得
す
る
方
法
そ
の
他
の
方
法
（
法
第
二
十
七
条
の

す
る
株
式
又
は
持
分
を
取
得
す
る
方
法
そ
の
他
の
方
法
（
法
第
二
十
七
条
の

三
第
一
項
に
規
定
す
る
公
開
買
付
け
又
は
株
式
交
付
に
よ
る
も
の
を
除
く
。

三
第
一
項
に
規
定
す
る
公
開
買
付
け
に
よ
る
も
の
を
除
く
。
）
に
よ
り
、
当

）
に
よ
り
、
当
該
会
社
を
子
会
社
と
す
る
こ
と
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
及
び

該
会
社
を
子
会
社
と
す
る
こ
と
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
及
び
第
十
六
号
の
二

第
十
六
号
の
二
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
行
わ
れ
る
こ
と
が
、
当
該
提
出
会
社

に
お
い
て
同
じ
。
）
が
行
わ
れ
る
こ
と
が
、
当
該
提
出
会
社
の
業
務
執
行
を

の
業
務
執
行
を
決
定
す
る
機
関
に
よ
り
決
定
さ
れ
た
場
合
で
あ
つ
て
、
当
該

決
定
す
る
機
関
に
よ
り
決
定
さ
れ
た
場
合
で
あ
つ
て
、
当
該
子
会
社
取
得
に

子
会
社
取
得
に
係
る
対
価
の
額
（
子
会
社
取
得
の
対
価
と
し
て
支
払
つ
た
、

係
る
対
価
の
額
（
子
会
社
取
得
の
対
価
と
し
て
支
払
つ
た
、
又
は
支
払
う
べ

又
は
支
払
う
べ
き
額
の
合
計
額
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
及
び
第
十
六
号
の
二

き
額
の
合
計
額
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
及
び
第
十
六
号
の
二
に
お
い
て
同
じ

に
お
い
て
同
じ
。
）
に
当
該
子
会
社
取
得
の
一
連
の
行
為
と
し
て
行
つ
た
、

。
）
に
当
該
子
会
社
取
得
の
一
連
の
行
為
と
し
て
行
つ
た
、
又
は
行
う
こ
と

又
は
行
う
こ
と
が
当
該
機
関
に
よ
り
決
定
さ
れ
た
当
該
提
出
会
社
に
よ
る
子

が
当
該
機
関
に
よ
り
決
定
さ
れ
た
当
該
提
出
会
社
に
よ
る
子
会
社
取
得
（
以

会
社
取
得
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
近
接
取
得
」
と
い
う
。
）
に
係
る
対

下
こ
の
号
に
お
い
て
「
近
接
取
得
」
と
い
う
。
）
に
係
る
対
価
の
額
の
合
計

価
の
額
の
合
計
額
を
合
算
し
た
額
が
当
該
提
出
会
社
の
最
近
事
業
年
度
の
末

額
を
合
算
し
た
額
が
当
該
提
出
会
社
の
最
近
事
業
年
度
の
末
日
に
お
け
る
純

日
に
お
け
る
純
資
産
額
の
百
分
の
十
五
以
上
に
相
当
す
る
額
で
あ
る
と
き

資
産
額
の
百
分
の
十
五
以
上
に
相
当
す
る
額
で
あ
る
と
き

次
に
掲
げ
る
事

次
に
掲
げ
る
事
項

項

［
イ
～
ハ

略
］

［
イ
～
ハ

同
上
］

［
九
～
十
九

略
］

［
九
～
十
九

同
上
］

［
３
～

略
］

［
３
～

同
上
］

11

11
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第一号様式 

【表紙】 

【提出書類】               有価証券通知書 

【根拠条文】               企業内容等の開示に関する内閣府令第 条 

【提出先】                  財務（支）局長 

【提出日】                    年 月 日 

【会社名】⑵                                

【代表者の役職氏名】⑶                           

【本店の所在の場所】                            

【電話番号】                                

【事務連絡者氏名】                             

【最寄りの連絡場所】                            

【電話番号】                                

【事務連絡者氏名】                             

［１～４ 略］ 

（記載上の注意） 

［⑴～⑸ 略］ 

⑹ 有価証券の引受けの概要 

［ａ～ｃ 略］ 

ｄ 社債管理補助者を設置する場合には、社債管理補助者の氏名又は名称、当該者が社債管理補助者で

ある旨及び委託の条件を欄外に記載すること。 

［⑺・⑻ 略］ 

第一号様式 

【表紙】 

【提出書類】               有価証券通知書 

【根拠条文】               企業内容等の開示に関する内閣府令第 条 

【提出先】                  財務（支）局長 

【提出日】                    年 月 日 

【会社名】⑵                                

【代表者の役職氏名】⑶                           

【本店の所在の場所】                            

【電話番号】                                

【事務連絡者氏名】                             

【最寄りの連絡場所】                            

【電話番号】                                

【事務連絡者氏名】                             

［１～４ 同左］ 

（記載上の注意） 

［⑴～⑸ 同左］ 

⑹ 有価証券の引受けの概要 

［ａ～ｃ 同左］ 

［加える。］ 

   

［⑺・⑻ 同左］ 

  

第二号様式 

【表紙】 

【提出書類】               有価証券届出書 

【提出先】                  財務（支）局長 

【提出日】                    年 月 日 

【会社名】⑵                                

【英訳名】                                 

【代表者の役職氏名】⑶                           

【本店の所在の場所】                            

【電話番号】                                

【事務連絡者氏名】                             

【最寄りの連絡場所】                            

【電話番号】                                

【事務連絡者氏名】                             

【届出の対象とした募集（売出）有価証券の 

種類】⑷                                  

【届出の対象とした募集（売出）金額】⑸                   

【安定操作に関する事項】⑹                         

第二号様式 

【表紙】 

【提出書類】               有価証券届出書 

【提出先】                  財務（支）局長 

【提出日】                    年 月 日 

【会社名】⑵                                

【英訳名】                                 

【代表者の役職氏名】⑶                           

【本店の所在の場所】                            

【電話番号】                                

【事務連絡者氏名】                             

【最寄りの連絡場所】                            

【電話番号】                                

【事務連絡者氏名】                             

【届出の対象とした募集（売出）有価証券の 

種類】⑷                                  

【届出の対象とした募集（売出）金額】⑸                   

【安定操作に関する事項】⑹                         
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【縦覧に供する場所】⑺          名称 

（所在地） 

第一部 ［略］ 

【縦覧に供する場所】⑺          名称 

（所在地） 

第一部 ［同左］ 

第二部【企業情報】 

［第１～第３ 略］ 

第４【提出会社の状況】 

 １ ［略］ 

２【自己株式の取得等の状況】(47) 

【株式の種類等】        (48) 

［⑴～⑶ 略］ 

⑷【取得自己株式の処理状況及び保有状況】(52) 

区分 

最近事業年度 最近期間 

株式数（株） 
処分価額の総額

（円） 
株式数（株） 

処分価額の総額

（円） 

［略］ 

合併、株式交換、株式交

付、会社分割に係る移転を

行った取得自己株式 

    

［略］ 

［３・４ 略］ 

［第５～第７ 略］ 

［第三部・第四部 略］ 

（記載上の注意） 

［⑴～⒁ 略］ 

⒂ 社債の引受け及び社債管理の委託 

［ａ～ｄ 略］ 

ｅ 社債管理補助者を設置する場合には、「社債管理者の名称」の欄に社債管理補助者の氏名又は名称

及び社債管理補助者である旨を記載すること。 

ｆ～ｈ ［略］ 

［⒃～(32) 略］ 

(33) 経営上の重要な契約等 

［ａ～ｃ 略］ 

ｄ 最近連結会計年度の開始日から届出書提出日までの間において、株式交換、株式移転又は株式交付

が行われることが、業務執行を決定する機関により決定された場合には、重要性の乏しいものを除

き、株式交換、株式移転又は株式交付の目的、条件、株式交換完全子会社となる会社、株式移転完全

子会社となる会社又は株式交付子会社となる会社（以下ｄ及び(67)ｅにおいて「株式交換完全子会社

等」という。）の株式１株に割り当てられる株式交換完全親会社となる会社、株式移転設立完全親会

社となる会社又は株式交付親会社となる会社（以下ｄ及び(67)ｅにおいて「株式交換完全親会社等」

という。）の株式の数その他の財産（株式交換完全親会社等となる会社以外の会社の株式等が割り当

第二部【企業情報】 

［第１～第３ 同左］ 

第４【提出会社の状況】 

１ ［同左］ 

２【自己株式の取得等の状況】(47) 

【株式の種類等】        (48) 

［⑴～⑶ 同左］ 

⑷【取得自己株式の処理状況及び保有状況】(52) 

区分 

最近事業年度 最近期間 

株式数（株） 
処分価額の総額

（円） 
株式数（株） 

処分価額の総額

（円） 

［同左］ 

合併、株式交換、会社分割

に係る移転を行った取得自

己株式 

    

［同左］ 

［３・４ 同左］ 

［第５～第７ 同左］ 

［第三部・第四部 同左］ 

（記載上の注意） 

［⑴～⒁ 同左］ 

⒂ 社債の引受け及び社債管理の委託 

［ａ～ｄ 同左］ 

［加える。］ 

 

ｅ～ｇ ［同左］ 

［⒃～(32) 同左］ 

 (33) 経営上の重要な契約等 

［ａ～ｃ 同左］ 

ｄ 最近連結会計年度の開始日から届出書提出日までの間において、株式交換又は株式移転が行われる

ことが、業務執行を決定する機関により決定された場合には、重要性の乏しいものを除き、株式交換

又は株式移転の目的、条件、株式交換完全子会社となる会社又は株式移転完全子会社となる会社（以

下ｄ及び(67)ｅにおいて「株式交換完全子会社等」という。）の株式１株に割り当てられる株式交換完

全親会社となる会社又は株式移転設立完全親会社となる会社（以下ｄ及び(67)ｅにおいて「株式交換完

全親会社等」という。）の株式の数その他の財産（株式交換完全親会社となる会社以外の会社の株式

等が割り当てられる場合を含む。）及びその算定根拠並びに当該株式交換及び株式移転の後の株式交
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てられる場合を含む。）及びその算定根拠並びに当該株式交換、株式移転及び株式交付の後の株式交

換完全親会社等となる会社（株式交換完全子会社等となる会社の株式１株又は持分に割り当てられる

財産が株式交換完全親会社となる会社が発行する有価証券以外の有価証券である場合には、当該有価

証券の発行者を含む。）の資本金・事業の内容等について記載すること。 

ｅ ［略］ 

［(34)～(51) 略］ 

(52) 取得自己株式の処理状況及び保有状況 

ａ 取得自己株式の処理状況について、「引き受ける者の募集（会社法第199条第１項の規定による募

集をいう。）を行った取得自己株式」、「消却の処分を行った取得自己株式」及び「合併、株式交

換、株式交付、会社分割に係る移転を行った取得自己株式」に分けて記載すること。 

なお、それ以外の方法により処理を行った場合は、その内容について「その他」の欄に分かりやす

く記載すること。 

ｂ ［略］ 

(53) ［略］ 

(54) コーポレート・ガバナンスの概要 

ａ 提出会社が法第 24 条第１項第１号又は第２号に掲げる有価証券（法第５条第１項に規定する特定

有価証券を除く。）を発行する者（以下(54)から(58)までにおいて「上場会社等」という。）である場合

には、提出会社のコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方を記載した上で、提出会社の企

業統治の体制（企業統治に関して提出会社が任意に設置する委員会その他これに類するものを含

む。）の概要（設置する機関の名称、目的、権限及び構成員の氏名（当該機関の長に該当する者につ

いては役職名の記載、提出会社の社外取締役（社外役員（会社法施行規則第２条第３項第５号に規定

する社外役員をいう。以下ａ及び(57)ｂにおいて同じ。）に該当する会社法第２条第 15 号に規定する

社外取締役をいう。以下この様式において同じ。）又は社外監査役（社外役員に該当する同条第 16

号に規定する社外監査役をいう。以下この様式において同じ。）に該当する者についてはその旨の記

載を含む。）の記載を含む。）及び当該企業統治の体制を採用する理由を具体的に記載すること。ま

た、提出会社の企業統治に関するその他の事項（例えば、内部統制システムの整備の状況、リスク管

理体制の整備の状況、提出会社の子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況）について、

具体的に、かつ、分かりやすく記載すること。 

なお、取締役（業務執行取締役等（会社法第２条第 15 号イに規定する業務執行取締役等をい

う。）であるものを除く。ｂにおいて同じ。）、会計参与、監査役若しくは会計監査人との間で同法

第427条第１項に規定する契約（ｂにおいて「責任限定契約」という。）を締結した場合又は役員等

（同法第 423 条第１項に規定する役員等をいう。以下ａ及びｂにおいて同じ。）との間で補償契約

（同法第430条の２第１項に規定する補償契約をいう。以下ａ及びｂにおいて同じ。）若しくは役員

等賠償責任保険契約（同法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約をいう。以下ａ及

びｂにおいて同じ。）を締結した場合には、締結した契約の内容の概要（当該契約によって職務の執

行の適正性が損なわれないようにするための措置を講じている場合にはその内容を含み、補償契約を

締結した場合には会社法施行規則第121条第３号の３及び第３号の４に掲げる事項を含み、役員等賠

償責任保険契約を締結した場合には塡補の対象とされる保険事故の概要及び被保険者によって実質的

に保険料が負担されているときにおけるその負担割合を含む。）を記載すること。 

また、会社法第373条第１項に規定する特別取締役による取締役会の決議制度を定めた場合には、

その内容を記載すること。 

ｂ 提出会社が上場会社等以外の者である場合には、提出会社の企業統治に関する事項（例えば、会社

換完全親会社等となる会社（株式交換完全子会社となる会社の株式１株又は持分に割り当てられる財

産が株式交換完全親会社となる会社が発行する有価証券以外の有価証券である場合には、当該有価証

券の発行者を含む。）の資本金・事業の内容等について記載すること。 

 

ｅ ［同左］ 

［(34)～(51) 同左］ 

(52) 取得自己株式の処理状況及び保有状況 

ａ 取得自己株式の処理状況について、「引き受ける者の募集（会社法第199 条第１項の規定による募

集をいう。）を行った取得自己株式」、「消却の処分を行った取得自己株式」及び「合併、株式交

換、会社分割に係る移転を行った取得自己株式」に分けて記載すること。 

なお、それ以外の方法により処理を行った場合は、その内容について「その他」の欄に分かりやす

く記載すること。 

ｂ ［同左］ 

(53) ［同左］ 

(54) コーポレート・ガバナンスの概要 

ａ 提出会社が法第 24 条第１項第１号又は第２号に掲げる有価証券（法第５条第１項に規定する特定

有価証券を除く。）を発行する者（以下(54)から(58)までにおいて「上場会社等」という。）である場合

には、提出会社のコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方を記載した上で、提出会社の企

業統治の体制（企業統治に関して提出会社が任意に設置する委員会その他これに類するものを含

む。）の概要（設置する機関の名称、目的、権限及び構成員の氏名（当該機関の長に該当する者につ

いては役職名の記載、提出会社の社外取締役（社外役員（会社法施行規則第２条第３項第５号に規定

する社外役員をいう。以下ａ及び(57)ｂにおいて同じ。）に該当する会社法第２条第15号に規定する社

外取締役をいう。以下この様式において同じ。）又は社外監査役（社外役員に該当する同条第 16 号

に規定する社外監査役をいう。以下この様式において同じ。）に該当する者についてはその旨の記載

を含む。）の記載を含む。）及び当該企業統治の体制を採用する理由を具体的に記載すること。ま

た、提出会社の企業統治に関するその他の事項（例えば、内部統制システムの整備の状況、リスク管

理体制の整備の状況、提出会社の子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況）について、

具体的に、かつ、分かりやすく記載すること。 

なお、取締役（業務執行取締役等（会社法第２条第 15 号イに規定する業務執行取締役等をい

う。）であるものを除く。ｂにおいて同じ。）、会計参与、監査役又は会計監査人との間で同法第

427 条第１項に規定する契約（いわゆる責任限定契約）を締結した場合には、当該契約の内容の概要

（当該契約によって当該取締役、会計参与、監査役又は会計監査人の職務の適正性が損なわれないよ

うにするための措置を講じている場合にあっては、その内容を含む。）を記載すること。 

また、会社法第373 条第１項に規定する特別取締役による取締役会の決議制度を定めた場合には、

その内容を記載すること。 

 

 

 

 

 

 

ｂ 提出会社が上場会社等以外の者である場合には、提出会社の企業統治に関する事項（例えば、会社
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の機関の内容、内部統制システムの整備の状況、リスク管理体制の整備の状況、提出会社の子会社の

業務の適正を確保するための体制整備の状況、役員報酬の内容（社内取締役と社外取締役に区分した

内容））について、具体的に、かつ、分かりやすく記載すること。 

なお、責任限定契約、補償契約又は役員等賠償責任保険契約を締結した場合には、締結した契約の

内容の概要（当該契約によって職務の執行の適正性が損なわれないようにするための措置を講じてい

る場合にはその内容を含み、補償契約を締結した場合には会社法施行規則第121条第３号の３及び第

３号の４に掲げる事項を含み、役員等賠償責任保険契約を締結した場合には塡補の対象とされる保険

事故の概要及び被保険者によって実質的に保険料が負担されているときにおけるその負担割合を含

む。）を記載すること。 

また、会社法第373条第１項に規定する特別取締役による取締役会の決議制度を定めた場合には、

その内容を記載すること。 

［ｃ～ｈ 略］ 

(55) ［略］ 

(56) 監査の状況 

［ａ～ｃ 略］ 

ｄ 会計監査の状況について、次のとおり記載すること。 

［⒜～⒠ 略］ 

⒡ 監査報酬の内容等について、次のとおり記載すること。 

［ⅰ～ⅳ 略］ 

ⅴ 提出会社が最近事業年度の末日において会社法第２条第 11 号に規定する会計監査人設置会社

である場合には、監査役及び監査役会が同法第399条第１項の同意をした理由を記載すること。 

(57) 役員の報酬等 

提出会社が上場会社等である場合には、提出会社の役員（取締役、監査役及び執行役をいい、最近事

業年度の末日までに退任した者を含む。以下(57)において同じ。）の報酬等（報酬、賞与その他その職務

執行の対価としてその会社から受ける財産上の利益であって、最近事業年度に係るもの及び最近事業年

度において受け、又は受ける見込みの額が明らかとなったもの（最近事業年度前のいずれかの事業年度

に係る有価証券報告書に記載したものを除く。）をいう。以下(57)において同じ。）について、次のとお

り記載すること。 

ａ 届出書提出日現在における提出会社の役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内

容及び決定方法を記載すること。なお、当該方針を定めていない場合には、その旨を記載すること。 

提出会社の役員の報酬等に、利益の状況を示す指標、株式の市場価格の状況を示す指標その他の提

出会社又は当該提出会社の関係会社の業績を示す指標を基礎として算定される報酬等（以下(57)におい

て「業績連動報酬」という。）が含まれる場合において、業績連動報酬と業績連動報酬以外の報酬等

の支給割合の決定に関する方針を定めているときは、当該方針の内容を記載すること。また、当該業

績連動報酬に係る指標、当該指標を選択した理由及び当該業績連動報酬の額の決定方法を記載するこ

と。 

提出会社の役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する役職ごとの方針を定めている場合に

は、当該方針の内容を記載すること。また、会社法第361条第７項の方針又は同法第409条第１項の

方針を定めている場合には、会社法施行規則第121条第６号イからハまでに掲げる事項を記載するこ

と。 

提出会社が指名委員会等設置会社以外の会社である場合において、役員の報酬等に関する株主総会

の決議があるときは、当該株主総会の決議年月日及び当該決議の内容（当該決議が二以上の役員につ

の機関の内容、内部統制システムの整備の状況、リスク管理体制の整備の状況、提出会社の子会社の

業務の適正を確保するための体制整備の状況、役員報酬の内容（社内取締役と社外取締役に区分した

内容））について、具体的に、かつ、分かりやすく記載すること。 

なお、取締役、会計参与、監査役又は会計監査人との間で会社法第 427 条第１項に規定する契約

（いわゆる責任限定契約）を締結した場合には、当該契約の内容の概要（当該契約によって当該取締

役、会計参与、監査役又は会計監査人の職務の適正性が損なわれないようにするための措置を講じて

いる場合にあっては、その内容を含む。）を記載すること。 

また、会社法第373 条第１項に規定する特別取締役による取締役会の決議制度を定めた場合には、

その内容を記載すること。 

 

 

［ｃ～ｈ 同左］ 

(55) ［同左］ 

(56) 監査の状況 

［ａ～ｃ 同左］ 

ｄ 会計監査の状況について、次のとおり記載すること。 

［⒜～⒠ 同左］ 

⒡ 監査報酬の内容等について、次のとおり記載すること。 

［ⅰ～ⅳ 同左］ 

ⅴ 提出会社が最近事業年度の末日において会社法第２条第 11 号に規定する会計監査人設置会社

である場合には、監査役会が同法第399条第１項の同意をした理由を記載すること。 

(57) 役員の報酬等 

提出会社が上場会社等である場合には、提出会社の役員（取締役、監査役及び執行役をいい、最近事

業年度の末日までに退任した者を含む。以下(57)において同じ。）の報酬等（報酬、賞与その他その職務

執行の対価としてその会社から受ける財産上の利益であって、最近事業年度に係るもの及び最近事業年

度において受け、又は受ける見込みの額が明らかとなったもの（最近事業年度前のいずれかの事業年度

に係る有価証券報告書に記載したものを除く。）をいう。以下(57)において同じ。）について、次のとお

り記載すること。 

ａ 届出書提出日現在における提出会社の役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内

容及び決定方法を記載すること。なお、当該方針を定めていない場合には、その旨を記載すること。 

提出会社の役員の報酬等に、利益の状況を示す指標、株式の市場価格の状況を示す指標その他の提

出会社又は当該提出会社の関係会社の業績を示す指標を基礎として算定される報酬等（以下(57)におい

て「業績連動報酬」という。）が含まれる場合において、業績連動報酬と業績連動報酬以外の報酬等

の支給割合の決定に関する方針を定めているときは、当該方針の内容を記載すること。また、当該業

績連動報酬に係る指標、当該指標を選択した理由及び当該業績連動報酬の額の決定方法を記載するこ

と。 

提出会社の役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する役職ごとの方針を定めている場合に

は、当該方針の内容を記載すること。 

提出会社が指名委員会等設置会社以外の会社である場合において、役員の報酬等に関する株主総会

の決議があるときは、当該株主総会の決議年月日及び当該決議の内容（当該決議が二以上の役員につ

いての定めである場合には、当該定めに係る役員の員数を含む。）を記載すること。この場合におい

て、当該株主総会の決議がないときは、提出会社の役員の報酬等について定款に定めている事項の内
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いての定めである場合には、当該定めに係る役員の員数を含む。）を記載すること。この場合におい

て、当該株主総会の決議がないときは、提出会社の役員の報酬等について定款に定めている事項の内

容及び当該事項を設けた日を記載すること。 

ｂ 取締役（監査等委員及び社外取締役を除く。）、監査等委員（社外取締役を除く。）、監査役（社

外監査役を除く。）、執行役及び社外役員の区分（以下ｂにおいて「役員区分」という。）ごとに、

報酬等の総額、報酬等の種類別（例えば、固定報酬、業績連動報酬及び退職慰労金等の区分をいい、

業績連動報酬に非金銭報酬等（会社法施行規則第 98 条の５第３号に規定する非金銭報酬等をいう。

以下ｂにおいて同じ。）が含まれる場合には非金銭報酬等とそれ以外の報酬との区分を含む。以下ｂ

において同じ。）の総額及び対象となる役員の員数を記載すること。 

提出会社の役員ごとに、氏名、役員区分、提出会社の役員としての報酬等（主要な連結子会社の役

員としての報酬等がある場合には、当該報酬等を含む。以下ｂにおいて「連結報酬等」という。）の

総額及び連結報酬等の種類別の額について、提出会社と各主要な連結子会社に区分して記載すること

（ただし、連結報酬等の総額が１億円以上である者に限ることができる。）。 

使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なものがある場合には、その総額、対象となる役員の員数

及びその内容を記載すること。 

提出会社の役員の報酬等に業績連動報酬が含まれる場合には、最近事業年度における当該業績連動

報酬に係る指標の目標及び実績について記載すること。また、当該業績連動報酬の全部又は一部が非

金銭報酬等であるときは、その内容を記載すること。 

ｃ 提出会社の役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者の氏名又

は名称、その権限の内容及び裁量の範囲を記載すること。また、株式会社が当該事業年度の末日にお

いて取締役会設置会社（指名委員会等設置会社を除く。）である場合において、取締役会から委任を

受けた取締役その他の第三者が当該事業年度に係る取締役（監査等委員である取締役を除く。）の個

人別の報酬等の内容の全部又は一部を決定したときは、その旨、委任を受けた者の氏名並びに当該内

容を決定した日における当該株式会社における地位並びに担当、委任された権限の内容、委任の理由

及び当該権限が適切に行使されるようにするための措置を講じた場合における当該措置の内容を記載

すること。提出会社の役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定に関与する委員

会（提出会社が任意に設置する委員会その他これに類するものをいう。以下ｃにおいて「委員会等」

という。）が存在する場合には、その手続の概要を記載すること。また、最近事業年度の提出会社の

役員の報酬等の額の決定過程における、提出会社の取締役会（指名委員会等設置会社にあっては報酬

委員会）及び委員会等の活動内容を記載すること。 

［(58)～(89) 略］ 

容を記載すること。 

 

 

ｂ 取締役（監査等委員及び社外取締役を除く。）、監査等委員（社外取締役を除く。）、監査役（社

外監査役を除く。）、執行役及び社外役員の区分（以下ｂにおいて「役員区分」という。）ごとに、

報酬等の総額、報酬等の種類別（例えば、固定報酬、業績連動報酬及び退職慰労金等の区分をいう。

以下ｂにおいて同じ。）の総額及び対象となる役員の員数を記載すること。 

提出会社の役員ごとに、氏名、役員区分、提出会社の役員としての報酬等（主要な連結子会社の役

員としての報酬等がある場合には、当該報酬等を含む。以下ｂにおいて「連結報酬等」という。）の

総額及び連結報酬等の種類別の額について、提出会社と各主要な連結子会社に区分して記載すること

（ただし、連結報酬等の総額が１億円以上である者に限ることができる。）。 

使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なものがある場合には、その総額、対象となる役員の員数

及びその内容を記載すること。 

提出会社の役員の報酬等に業績連動報酬が含まれる場合には、最近事業年度における当該業績連動

報酬に係る指標の目標及び実績について記載すること。 

 

 

 

ｃ 提出会社の役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者の氏名又

は名称、その権限の内容及び裁量の範囲を記載すること。提出会社の役員の報酬等の額又はその算定

方法の決定に関する方針の決定に関与する委員会（提出会社が任意に設置する委員会その他これに類

するものをいう。以下ｃにおいて「委員会等」という。）が存在する場合には、その手続の概要を記

載すること。また、最近事業年度の提出会社の役員の報酬等の額の決定過程における、提出会社の取

締役会（指名委員会等設置会社にあっては報酬委員会）及び委員会等の活動内容を記載すること。 

 

 

 

 

 

 

［(58)～(89) 同左］ 

  

第二号の二様式 

【表紙】 

【提出書類】               有価証券届出書 

【提出先】                  財務（支）局長 

【提出日】                    年 月 日 

【会社名】                                 

【英訳名】                                 

【代表者の役職氏名】                            

【本店の所在の場所】                            

【電話番号】                                

第二号の二様式 

【表紙】 

【提出書類】               有価証券届出書 

【提出先】                  財務（支）局長 

【提出日】                    年 月 日 

【会社名】                                 

【英訳名】                                 

【代表者の役職氏名】                            

【本店の所在の場所】                            

【電話番号】                                



 

 

 

13 

【事務連絡者氏名】                             

【最寄りの連絡場所】                            

【電話番号】                                

【事務連絡者氏名】                             

【届出の対象とした募集（売出）有価証券の 

種類】                                   

【届出の対象とした募集（売出）金額】                    

【安定操作に関する事項】                          

【縦覧に供する場所】           名称 

（所在地） 

【事務連絡者氏名】                             

【最寄りの連絡場所】                            

【電話番号】                                

【事務連絡者氏名】                             

【届出の対象とした募集（売出）有価証券の 

種類】                                   

【届出の対象とした募集（売出）金額】                    

【安定操作に関する事項】                          

【縦覧に供する場所】           名称 

（所在地） 

第一部 ［略］ 

第二部【公開買付け又は株式交付に関する情報】⑴ 

第１【公開買付け又は株式交付の概要】 

１【公開買付け又は株式交付の目的等】 

２【公開買付け又は株式交付の当事会社の概要】 

３【公開買付け又は株式交付に係る契約等】 

４【公開買付け又は株式交付に係る割当ての内容及びその算定根拠】 

５【対象者の発行有価証券と公開買付けに係る提出会社によって発行（交付）される有価証券との相違

（株式交付子会社の発行有価証券と株式交付によって発行（交付）される有価証券との相違）】 

６ ［略］ 

７【公開買付け又は株式交付に関する手続】 

第２ ［略］ 

第３【発行者（その関連者）と対象者との重要な契約（発行者（その関連者）と株式交付子会社との重要な

契約）】 

［第三部～第六部 略］ 

第一部 ［同左］ 

第二部【公開買付けに関する情報】⑴ 

第１【公開買付けの概要】 

１【公開買付けの目的等】 

２【公開買付けの当事会社の概要】 

３【公開買付けに係る契約】 

４【公開買付けに係る割当ての内容及びその算定根拠】 

５【対象者の発行有価証券と公開買付けに係る提出会社によって発行（交付）される有価証券との相違】 

 

６ ［同左］ 

７【公開買付けに関する手続】 

第２ ［同左］ 

第３【発行者（その関連者）と対象者との重要な契約】 

 

［第三部～第六部 同左］ 

（記載上の注意） 

次に掲げるものを除き、第二号様式に準じて記載すること。 

（記載上の注意） 

次に掲げるものを除き、第二号様式に準じて記載すること。 

⑴ 公開買付け又は株式交付に関する情報 

第二号の六様式記載上の注意⑴から⑼まで（株式交付に際して本届出書を提出する場合には、同様式

記載上の注意⑹を除く。）に準じて記載すること。 

⑴ 公開買付けに関する情報 

第二号の六様式記載ｄ上の注意⑴から⑼までに準じて記載すること。 

［⑵～⑷ 略］ ［⑵～⑷ 同左］ 

  

第二号の三様式 

【表紙】 

【提出書類】               有価証券届出書 

【提出先】                  財務（支）局長 

【提出日】                    年 月 日 

【会社名】                                 

【英訳名】                                 

【代表者の役職氏名】                            

【本店の所在の場所】                            

【電話番号】                                

第二号の三様式 

【表紙】 

【提出書類】               有価証券届出書 

【提出先】                  財務（支）局長 

【提出日】                    年 月 日 

【会社名】                                 

【英訳名】                                 

【代表者の役職氏名】                            

【本店の所在の場所】                            

【電話番号】                                
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【事務連絡者氏名】                             

【最寄りの連絡場所】                            

【電話番号】                                

【事務連絡者氏名】                             

【届出の対象とした募集（売出）有価証券の 

種類】                                   

【届出の対象とした募集（売出）金額】                    

【安定操作に関する事項】                          

【縦覧に供する場所】           名称 

（所在地） 

【事務連絡者氏名】                             

【最寄りの連絡場所】                            

【電話番号】                                

【事務連絡者氏名】                             

【届出の対象とした募集（売出）有価証券の 

種類】                                   

【届出の対象とした募集（売出）金額】                    

【安定操作に関する事項】                          

【縦覧に供する場所】           名称 

（所在地） 

第一部 ［略］ 

第二部【公開買付け又は株式交付に関する情報】⑴ 

第１【公開買付け又は株式交付の概要】 

１【公開買付け又は株式交付の目的等】 

２【公開買付け又は株式交付の当事会社の概要】 

３【公開買付け又は株式交付に係る契約等】 

４【公開買付け又は株式交付に係る割当ての内容及びその算定根拠】 

５【対象者の発行有価証券と公開買付けに係る提出会社によって発行（交付）される有価証券との相違

（株式交付子会社の発行有価証券と株式交付によって発行（交付）される有価証券との相違）】 

６ ［略］ 

７【公開買付け又は株式交付に関する手続】 

第２ ［略］ 

第３【発行者（その関連者）と対象者との重要な契約（発行者（その関連者）と株式交付子会社との重要な

契約）】 

［第三部～第五部 略］ 

第一部 ［同左］ 

第二部【公開買付けに関する情報】⑴ 

第１【公開買付けの概要】 

１【公開買付けの目的等】 

２【公開買付けの当事会社の概要】 

３【公開買付けに係る契約】 

４【公開買付けに係る割当ての内容及びその算定根拠】 

５【対象者の発行有価証券と公開買付けに係る提出会社によって発行（交付）される有価証券との相違】 

 

６ ［同左］ 

７【公開買付けに関する手続】 

第２ ［同左］ 

第３【発行者（その関連者）と対象者との重要な契約】 

 

［第三部～第五部 同左］ 

（記載上の注意） 

次に掲げるものを除き、第二号様式に準じて記載すること。 

（記載上の注意） 

次に掲げるものを除き、第二号様式に準じて記載すること。 

⑴ 公開買付け又は株式交付に関する情報 

第二号の六様式記載上の注意⑴から⑼まで（株式交付に際して本届出書を提出する場合には、同様式

記載上の注意⑹を除く。）に準じて記載すること。 

⑴ 公開買付けに関する情報 

第二号の六様式記載上の注意⑴から⑼までに準じて記載すること。 

⑵ ［略］ ⑵ ［同左］ 

  

第二号の四様式 

【表紙】 

【提出書類】               有価証券届出書 

【提出先】                  財務（支）局長 

【提出日】                    年 月 日 

【会社名】                                 

【英訳名】                                 

【代表者の役職氏名】                            

【本店の所在の場所】                            

【電話番号】                                

第二号の四様式 

【表紙】 

【提出書類】               有価証券届出書 

【提出先】                  財務（支）局長 

【提出日】                    年 月 日 

【会社名】                                 

【英訳名】                                 

【代表者の役職氏名】                            

【本店の所在の場所】                            

【電話番号】                                
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【事務連絡者氏名】                             

【最寄りの連絡場所】                            

【電話番号】                                

【事務連絡者氏名】                             

【届出の対象とした募集（売出）有価証券の 

種類】                                   

【届出の対象とした募集（売出）金額】                    

【縦覧に供する場所】           名称 

（所在地） 

第一部 ［略］ 

第二部【企業情報】 

［第１～第３ 略］ 

第４【提出会社の状況】 

１ ［略］ 

２【自己株式の取得等の状況】 

【株式の種類等】            

［⑴～⑶ 略］ 

⑷【取得自己株式の処理状況及び保有状況】 

区分 

最近事業年度 最近期間 

株式数（株） 
処分価額の総額

（円） 
株式数（株） 

処分価額の総額

（円） 

［略］ 

合併、株式交換、株式

交付、会社分割に係る

移転を行った取得自己

株式 

    

［略］ 

［３・４ 略］ 

［第５～第７ 略］ 

［第三部・第四部 略］ 

（記載上の注意） 

  ［略］ 

【事務連絡者氏名】                             

【最寄りの連絡場所】                            

【電話番号】                                

【事務連絡者氏名】                             

【届出の対象とした募集（売出）有価証券の 

種類】                                   

【届出の対象とした募集（売出）金額】                    

【縦覧に供する場所】           名称 

（所在地） 

第一部 ［同左］ 

第二部【企業情報】 

［第１～第３ 同左］ 

第４【提出会社の状況】 

１ ［同左］ 

２【自己株式の取得等の状況】 

【株式の種類等】            

［⑴～⑶ 同左］ 

⑷【取得自己株式の処理状況及び保有状況】 

区分 

最近事業年度 最近期間 

株式数（株） 
処分価額の総額

（円） 
株式数（株） 

処分価額の総額

（円） 

［同左］ 

合併、株式交換、会社

分割に係る移転を行っ

た取得自己株式 

 

    

［同左］ 

［３・４ 同左］ 

［第５～第７ 同左］ 

［第三部・第四部 同左］ 

（記載上の注意） 

  ［同左］ 

  

第二号の五様式 

【表紙】 

【提出書類】               有価証券届出書 

【提出先】                  財務（支）局長 

【提出日】                    年 月 日 

【会社名】⑵                                

第二号の五様式 

【表紙】 

【提出書類】               有価証券届出書 

【提出先】                  財務（支）局長 

【提出日】                    年 月 日 

【会社名】⑵                                
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【英訳名】                                 

【代表者の役職氏名】⑶                           

【本店の所在の場所】                            

【電話番号】                                

【事務連絡者氏名】                             

【最寄りの連絡場所】                            

【電話番号】                                

【事務連絡者氏名】                             

【届出の対象とした募集（売出）有価証券の 

種類】⑷                                  

【届出の対象とした募集（売出）金額】⑸                   

【安定操作に関する事項】⑹                         

【縦覧に供する場所】⑺          名称 

（所在地） 

第一部 ［略］ 

第二部【組織再編成、株式交付又は公開買付けに関する情報】(25) 

第１【組織再編成、株式交付又は公開買付けの概要】 

１【組織再編成、株式交付又は公開買付けの目的等】 

２【組織再編成、株式交付又は公開買付けの当事会社の概要】 

３【組織再編成、株式交付又は公開買付けに係る契約等】 

４【組織再編成、株式交付又は公開買付けに係る割当ての内容及びその算定根拠】 

５【組織再編成対象会社又は株式交付子会社の発行有価証券と組織再編成又は株式交付によって発行（交

付）される有価証券との相違（対象者の発行有価証券と公開買付けに係る提出会社によって発行（交

付）される有価証券との相違）】 

［６・７ 略］ 

８【組織再編成、株式交付又は公開買付けに関する手続】 

第２ ［略］ 

第３【発行者（その関連者）と組織再編成対象会社又は株式交付子会社との重要な契約（発行者（その関連

者）と対象者との重要な契約）】 

［第三部～第六部 略］ 

第七部【組織再編成対象会社情報又は株式交付子会社情報】(55) 

第１【継続開示会社たる組織再編成対象会社又は株式交付子会社に関する事項】 

⑴【組織再編成対象会社又は株式交付子会社が提出した書類】 

［①～④ 略］ 

⑵ ［略］ 

（記載上の注意） 

［⑴～⒁ 略］ 

⒂ 社債の引受け及び社債管理の委託 

［ａ～ｄ 略］ 

ｅ 社債管理補助者を設置する場合には、「社債管理者の名称」の欄に社債管理補助者の氏名又は名称

及び社債管理補助者である旨を記載すること。 

ｆ～ｈ ［略］ 

【英訳名】                                 

【代表者の役職氏名】⑶                           

【本店の所在の場所】                            

【電話番号】                                

【事務連絡者氏名】                             

【最寄りの連絡場所】                            

【電話番号】                                

【事務連絡者氏名】                             

【届出の対象とした募集（売出）有価証券の 

種類】⑷                                  

【届出の対象とした募集（売出）金額】⑸                   

【安定操作に関する事項】⑹                         

【縦覧に供する場所】⑺          名称 

（所在地） 

第一部 ［同左］ 

第二部【組織再編成（公開買付け）に関する情報】(25) 

第１【組織再編成（公開買付け）の概要】 

１【組織再編成（公開買付け）の目的等】 

２【組織再編成（公開買付け）の当事会社の概要】 

３【組織再編成（公開買付け）に係る契約】 

４【組織再編成（公開買付け）に係る割当ての内容及びその算定根拠】 

５【組織再編成対象会社の発行有価証券と組織再編成によって発行（交付）される有価証券との相違（対

象者の発行有価証券と公開買付けに係る提出会社によって発行（交付）される有価証券との相違）】 

 

［６・７ 同左］ 

８【組織再編成に関する手続（公開買付けに関する手続）】 

第２ ［同左］ 

第３【発行者（その関連者）と組織再編成対象会社との重要な契約（発行者（その関連者）と対象者との重

要な契約）】 

［第三部～第六部 同左］ 

第七部【組織再編成対象会社情報】(55) 

第１【継続開示会社たる組織再編成対象会社に関する事項】 

⑴【組織再編成対象会社が提出した書類】 

［①～④ 同左］ 

⑵ ［同左］ 

（記載上の注意） 

［⑴～⒁ 同左］ 

⒂ 社債の引受け及び社債管理の委託 

［ａ～ｄ 同左］ 

［加える。］ 

 

ｅ～ｇ ［同左］ 
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［⒃～(24) 略］ 

(25) 組織再編成、株式交付又は公開買付けに関する情報 

第二号の六様式の記載上の注意⑴から⑼まで（株式交付に際して本届出書を提出する場合には、同様

式記載上の注意⑹を除く。）に準じて記載すること。 

［(26)～(33) 略］ 

(34) 監査の状況 

ａ ［略］ 

ｂ 監査報酬の内容等について、次のとおり記載すること。 

［⒜～⒟ 略］ 

⒠ 提出会社が最近事業年度の末日において会社法第２条第 11 号に規定する会計監査人設置会社で

ある場合には、監査役（監査役会設置会社にあっては監査役会、監査等委員会設置会社にあっては

監査等委員会、指名委員会等設置会社にあっては監査委員会）が同法第399条第１項の同意をした

理由を記載すること。 

［(35)～(39) 略］ 

(40) 経営上の重要な契約等 

［ａ・ｂ 略］ 

ｃ 最近事業年度の開始日から届出書提出日までの間において、株式交換、株式移転又は株式交付が行

われることが、業務執行を決定する機関により決定された場合には、重要性の乏しいものを除き、株

式交換、株式移転又は株式交付の目的、条件、株式交換完全子会社となる会社、株式移転完全子会社

となる会社又は株式交付子会社となる会社（以下ｃにおいて「株式交換完全子会社等」という。）の

株式１株に割り当てられる株式交換完全親会社となる会社、株式移転設立完全親会社となる会社又は

株式交付親会社となる会社（以下ｃにおいて「株式交換完全親会社等」という。）の株式の数その他

の財産（株式交換完全親会社等となる会社以外の会社の株式等が割り当てられる場合を含む。）及び

その算定根拠並びに当該株式交換、株式移転及び株式交付の後の株式交換完全親会社等となる会社

（株式交換完全子会社等となる会社の株式１株又は持分に割り当てられる財産が株式交換完全親会社

等となる会社が発行する有価証券以外の有価証券である場合には、当該有価証券の発行者を含む。）

の資本金・事業の内容等について記載すること。 

ｄ ［略］ 

［(41)～(54) 略］ 

(55) 組織再編成対象会社情報又は株式交付子会社情報 

［略］ 

 ［(56)～(58) 略］ 

［⒃～(24) 同左］ 

(25) 組織再編成（公開買付け）に関する情報 

第二号の六様式の記載上の注意⑴から⑼までに準じて記載すること。 

 

［(26)～(33) 同左］ 

(34) 監査の状況 

ａ ［同左］ 

ｂ 監査報酬の内容等について、次のとおり記載すること。 

［⒜～⒟ 同左］ 

⒠ 提出会社が最近事業年度の末日において会社法第２条第 11 号に規定する会計監査人設置会社で

ある場合には、監査役会（監査等委員会設置会社にあっては監査等委員会、指名委員会等設置会社

にあっては監査委員会）が同法第399条第１項の同意をした理由を記載すること。 

 

［(35)～(39) 同左］ 

(40) 経営上の重要な契約等 

［ａ・ｂ 同左］ 

ｃ 最近事業年度の開始日から届出書提出日までの間において、株式交換又は株式移転が行われること

が、業務執行を決定する機関により決定された場合には、重要性の乏しいものを除き、株式交換又は

株式移転の目的、条件、株式交換完全子会社となる会社又は株式移転完全子会社となる会社の株式１

株に割り当てられる株式交換完全親会社となる会社又は株式移転設立完全親会社となる会社（以下ｃ

において「株式交換完全親会社等」という。）の株式の数その他の財産（株式交換完全親会社となる

会社以外の会社の株式等が割り当てられる場合を含む。）及びその算定根拠並びに当該株式交換及び

株式移転の後の株式交換完全親会社等となる会社（株式交換完全子会社となる会社の株式１株又は持

分に割り当てられる財産が株式交換完全親会社となる会社が発行する有価証券以外の有価証券である

場合には、当該有価証券の発行者を含む。）の資本金・事業の内容等について記載すること。 

 

 

ｄ ［同左］ 

［(41)～(54) 同左］ 

(55) 組織再編成対象会社情報 

［同左］ 

［(56)～(58) 同左］ 

  

第二号の六様式 

【表紙】 

【提出書類】               有価証券届出書 

【提出先】                  財務（支）局長 

【提出日】                    年 月 日 

【会社名】                                 

【英訳名】                                 

【代表者の役職氏名】                            

【本店の所在の場所】                            

第二号の六様式 

【表紙】 

【提出書類】               有価証券届出書 

【提出先】                  財務（支）局長 

【提出日】                    年 月 日 

【会社名】                                 

【英訳名】                                 

【代表者の役職氏名】                            

【本店の所在の場所】                            
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【電話番号】                                

【事務連絡者氏名】                             

【最寄りの連絡場所】                            

【電話番号】                                

【事務連絡者氏名】                             

【届出の対象とした募集（売出）有価証券の 

種類】                                   

【届出の対象とした募集（売出）金額】                    

【安定操作に関する事項】                          

【縦覧に供する場所】           名称 

（所在地） 

第一部 ［略］ 

第二部【組織再編成、株式交付又は公開買付けに関する情報】 

第１【組織再編成、株式交付又は公開買付けの概要】 

１【組織再編成、株式交付又は公開買付けの目的等】⑴ 

２【組織再編成、株式交付又は公開買付けの当事会社の概要】⑵ 

３【組織再編成、株式交付又は公開買付けに係る契約等】⑶ 

４【組織再編成、株式交付又は公開買付けに係る割当ての内容及びその算定根拠】⑷ 

５【組織再編成対象会社又は株式交付子会社の発行有価証券と組織再編成又は株式交付によって発行（交

付）される有価証券との相違（対象者の発行有価証券と公開買付けに係る提出会社によって発行（交

付）される有価証券との相違）】⑸ 

［６・７ 略］ 

８【組織再編成、株式交付又は公開買付けに関する手続】⑺ 

第２ ［略］ 

第３【発行者（その関連者）と組織再編成対象会社又は株式交付子会社との重要な契約（発行者（その関連

者）と対象者との重要な契約）】⑼ 

第三部【企業情報】 

［第１～第３ 略］ 

第４【提出会社の状況】 

１ ［略］ 

２【自己株式の取得等の状況】 

【株式の種類等】            

［⑴～⑶ 略］ 

⑷【取得自己株式の処理状況及び保有状況】 

区分 

最近事業年度 最近期間 

株式数（株） 
処分価額の総額

（円） 
株式数（株） 

処分価額の総

額（円） 

［略］ 

合併、株式交換、株式交付、会社

分割に係る移転を行った取得自己 
    

【電話番号】                                

【事務連絡者氏名】                             

【最寄りの連絡場所】                            

【電話番号】                                

【事務連絡者氏名】                             

【届出の対象とした募集（売出）有価証券の 

種類】                                   

【届出の対象とした募集（売出）金額】                    

【安定操作に関する事項】                          

【縦覧に供する場所】           名称 

（所在地） 

第一部 ［同左］ 

第二部【組織再編成（公開買付け）に関する情報】 

第１【組織再編成（公開買付け）の概要】 

１【組織再編成（公開買付け）の目的等】⑴ 

２【組織再編成（公開買付け）の当事会社の概要】⑵ 

３【組織再編成（公開買付け）に係る契約】⑶ 

４【組織再編成（公開買付け）に係る割当ての内容及びその算定根拠】⑷ 

５【組織再編成対象会社の発行有価証券と組織再編成によって発行（交付）される有価証券との相違（対

象者の発行有価証券と公開買付けに係る提出会社によって発行（交付）される有価証券との相違）】⑸ 

 

［６・７ 同左］ 

８【組織再編成に関する手続（公開買付けに関する手続）】⑺ 

第２ ［同左］ 

第３【発行者（その関連者）と組織再編成対象会社との重要な契約（発行者（その関連者）と対象者との重

要な契約）】⑼ 

第三部【企業情報】 

［第１～第３ 同左］ 

第４【提出会社の状況】 

１ ［同左］ 

２【自己株式の取得等の状況】 

【株式の種類等】            

［⑴～⑶ 同左］ 

⑷【取得自己株式の処理状況及び保有状況】 

区分 

最近事業年度 最近期間 

株式数（株） 
処分価額の総額

（円） 
株式数（株） 

処分価額の総

額（円） 

［同左］ 

合併、株式交換、会社分割に係る

移転を行った取得自己株式 
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株式     

［略］ 

［３・４ 略］ 

［第５～第７ 略］ 

［第四部・第五部 略］ 

第六部【組織再編成対象会社情報又は株式交付子会社情報】⑽ 

第１【継続開示会社たる組織再編成対象会社又は株式交付子会社に関する事項】 

⑴【組織再編成対象会社又は株式交付子会社が提出した書類】 

［①～④ 略］ 

⑵ ［略］ 

（記載上の注意） 

次に掲げるものを除き、第二号様式の記載上の注意に準じて記載すること。なお、この様式において、

公開買付届出書（発行者以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令（平成２年大蔵省令

第 38 号）第二号様式に基づく公開買付届出書をいう。以下同じ。）に記載された事項を記載することと

されている場合であって、当該公開買付届出書の提出がなされる前に本届出書の提出がなされるときは、

当該公開買付届出書に記載されるべき当該事項を記載すること。 

⑴ 組織再編成、株式交付又は公開買付けの目的等 

ａ 組織再編成又は株式交付の目的（経営統合、関係会社化による経営参加等）及び理由を具体的に分

かりやすく記載すること。当該組織再編成又は株式交付の後に、手続当事会社（当該組織再編成にお

ける組織再編成対象会社以外の会社又は当該株式交付における株式交付子会社以外の会社をいい、こ

れらの会社が提出会社以外の会社である場合には提出会社を含む。以下同じ。）の企業集団の再編、

解散、重要な財産の処分又は譲受け、多額の借財、代表取締役等の選定又は解職、役員の構成の変

更、配当・資本政策に関する重要な変更、その他提出会社の企業集団の経営方針に対して重大な変更

を加え、又は重大な影響を及ぼす行為を予定している場合には、その内容も記載すること。 

なお、株式交付を行う場合において公開買付けを実施するときは、ｃ又はｄにより記載することと

されている事項については記載を省略することができる。 

ｂ 組織再編成又は株式交付の効力の発生後、提出会社の企業集団の概要及び当該企業集団における手

続対象会社（組織再編成対象会社又は株式交付子会社をいう。以下同じ。）と提出会社の企業集団と

の関係（資本関係、役員の兼任関係、取引関係等）について、図表等を用いて、具体的に、かつ、分

かりやすく記載すること。 

なお、株式交付を行う場合において公開買付けを実施するときは、ｃ又はｄにより記載することと

されている事項については記載を省略することができる。 

［ｃ・ｄ 略］ 

⑵ 組織再編成、株式交付又は公開買付けの当事会社の概要 

ａ 手続当事会社が提出会社以外の会社（公開買付者である会社を除く。ｂにおいて同じ。）であっ

て、継続開示会社に該当しない場合には、当該手続当事会社について、商号、本店の所在地、代表者

の氏名、資本金又は出資の額、純資産の額、総資産の額、事業の内容及び大株主（発行済株式の総数

に占める各株主の持株数の割合の多い順に５名をいう。ｅにおいて同じ。）並びに最近３事業年度の

売上高、営業利益、経常利益及び純利益について分かりやすく記載すること。また、提出会社との関

係（資本関係、役員の兼任関係、取引関係等）を具体的に、かつ、分かりやすく記載すること。 

会社が会社法第108条第１項各号に掲げる事項について異なる定めをした内容の異なる二以上の種

     

［同左］ 

［３・４ 同左］ 

［第５～第７ 同左］ 

［第四部・第五部 同左］ 

第六部【組織再編成対象会社情報】⑽ 

第１【継続開示会社たる組織再編成対象会社に関する事項】 

⑴【組織再編成対象会社が提出した書類】 

［①～④ 同左］ 

⑵ ［同左］ 

（記載上の注意） 

次に掲げるものを除き、第二号様式の記載上の注意に準じて記載すること。なお、この様式において、

公開買付届出書（発行者以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令（平成２年大蔵省令

第 38 号）第二号様式に基づく公開買付届出書をいう。以下同じ。）に記載された事項を記載することと

されている場合であって、当該公開買付届出書の提出がなされる前に本届出書の提出がなされるときは、

当該公開買付届出書に記載されるべき当該事項を記載すること。 

⑴ 組織再編成（公開買付け）の目的等 

ａ 組織再編成の目的（経営統合、関係会社化による経営参加等）及び理由を具体的に分かりやすく記

載すること。当該組織再編成後に、組織再編成当事会社（当該組織再編成における組織再編成対象会

社以外の会社をいい、当該会社が提出会社以外である場合には提出会社を含む。以下同じ。）の企業

集団の再編、解散、重要な財産の処分又は譲受け、多額の借財、代表取締役等の選定又は解職、役員

の構成の変更、配当・資本政策に関する重要な変更、その他提出会社の企業集団の経営方針に対して

重大な変更を加え、又は重大な影響を及ぼす行為を予定している場合には、その内容も記載するこ

と。 

 

  

ｂ 組織再編成の効力の発生後、提出会社の企業集団の概要及び当該企業集団における組織再編成対象

会社と提出会社の企業集団との関係（資本関係、役員の兼任関係、取引関係等）について、図表等を

用いて、具体的に、かつ、分かりやすく記載すること。 

 

 

 

［ｃ・ｄ 同左］ 

⑵ 組織再編成（公開買付け）の当事会社の概要 

ａ 組織再編成当事会社が提出会社以外の会社であって、継続開示会社に該当しない場合には、当該組

織再編成当事会社について、商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金又は出資の額、純資産の

額、総資産の額、事業の内容及び大株主（発行済株式の総数に占める各株主の持株数の割合の多い順

に５名をいう。ｅにおいて同じ。）並びに最近３事業年度の売上高、営業利益、経常利益及び純利益

について分かりやすく記載すること。また、提出会社との関係（資本関係、役員の兼任関係、取引関

係等）を具体的に、かつ、分かりやすく記載すること。 

会社が会社法第108 条第１項各号に掲げる事項について異なる定めをした内容の異なる二以上の種
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類の株式を発行している場合であって、株式の種類ごとに異なる数の単元株式数を定めているとき又

は議決権の有無に差異があるときは、大株主として、所有株式に係る議決権の個数の多い株主５名を

記載すること（ｅにおいて同じ。）。 

ｂ 手続当事会社が提出会社以外の会社であって、継続開示会社に該当する場合には、本様式中第六部

に準じて、当該手続当事会社が提出した書類及びその提出年月日を記載すること。また、提出会社と

の関係（資本関係、役員の兼任関係、取引関係等）を具体的に、かつ、分かりやすく記載すること。 

 

ｃ 提出会社が手続当事会社である場合には、記載を要しない。 

［ｄ・ｅ 略］ 

⑶ 組織再編成、株式交付又は公開買付けに係る契約等 

ａ 組織再編成又は株式交付に係る契約及び計画の内容の概要について具体的に、かつ、分かりやすく

説明すること。 

ｂ 組織再編成又は株式交付に係る契約及び計画の内容を記載すること。 

ｃ ［略］ 

⑷ 組織再編成、株式交付又は公開買付けに係る割当ての内容及びその算定根拠 

ａ 手続対象会社の有価証券の所有者に割り当てられる有価証券の種類及び数又は算定方法（以下ａ及

びｂにおいて「組織再編成又は株式交付に係る割当ての内容」という。）及び組織再編成又は株式交

付に係る割当ての内容の算定根拠を具体的に記載すること。 

また、手続対象会社が発行者である有価証券の種類に応じて組織再編成又は株式交付に係る割当て

の内容に差を設ける場合について、組織再編成又は株式交付に係る割当ての内容を異にすることとし

た考え方等の内容を具体的に記載すること。 

なお、株式交付を行う場合において公開買付けを実施するときは、ｃにより記載することとされて

いる事項については記載を省略することができる。 

ｂ 手続当事会社が、組織再編成又は株式交付に係る割当ての内容を決定する際に第三者の意見を聴取

した場合に、当該第三者の名称、意見の概要及び当該意見を踏まえて組織再編成又は株式交付に係る

割当ての内容を決定するに至った経緯を記載すること。なお、手続当事会社が共通支配下関係（会社

計算規則（平成18 年法務省令第13 号）第２条第３項第36 号に規定する共通支配下関係をいう。）

にあるときは、手続対象会社の発行する有価証券の所有者の利益を害さないように留意した事項（当

該事項がない場合にあっては、その旨）を記載すること。 

ｃ ［略］ 

⑸ 組織再編成対象会社又は株式交付子会社の発行有価証券と組織再編成又は株式交付によって発行（交

付）される有価証券との相違（対象者の発行有価証券と公開買付けによって発行（交付）される有価証

券との相違） 

ａ 手続対象会社が発行者である有価証券に関する権利と第一部に記載される有価証券に関する権利と

の間の重要な相違事項（例えば、有価証券に係る配当、残余財産の分配、有価証券の買受け、議決権

を行使することができる事項、有価証券の処分に関する制限等）について、具体的に、かつ、分かり

やすく記載すること。 

ｂ ［略］ 

(５－２) 有価証券をもって対価とする公開買付けの場合の発行（交付）条件に関する事項 

ａ 提出会社が、特定組織再編成発行手続若しくは特定組織再編成交付手続又は株式交付（公開買付け

を実施しない場合に限る。）に関して本届出書を提出する場合には、記載を要しない。 

ｂ ［略］ 

類の株式を発行している場合であって、株式の種類ごとに異なる数の単元株式数を定めているとき又

は議決権の有無に差異があるときは、大株主として、所有株式に係る議決権の個数の多い株主５名を

記載すること（ｅにおいて同じ。）。 

ｂ 組織再編成当事会社が提出会社以外の会社であって、継続開示会社に該当する場合には、本様式中

第六部に準じて、当該組織再編成当事会社が提出した書類及びその提出年月日を記載すること。ま

た、提出会社との関係（資本関係、役員の兼任関係、取引関係等）を具体的に、かつ、分かりやすく

記載すること。 

ｃ 提出会社が組織再編成当事会社である場合には、記載を要しない。 

［ｄ・ｅ 同左］ 

⑶ 組織再編成（公開買付け）に係る契約 

ａ 組織再編成に係る契約の内容の概要について具体的に、かつ、分かりやすく説明すること。 

 

ｂ 組織再編成に係る契約の内容を記載すること。 

ｃ ［同左］ 

⑷ 組織再編成（公開買付け）に係る割当ての内容及びその算定根拠 

ａ 組織再編成対象会社の有価証券の所有者に割り当てられる有価証券の種類及び数又は算定方法（以

下ａ及びｂにおいて「組織再編成に係る割当ての内容」という。）及び組織再編成に係る割当ての内

容の算定根拠を具体的に記載すること。 

また、組織再編成対象会社が発行者である有価証券の種類に応じて組織再編成に係る割当ての内容

に差を設ける場合について、組織再編成に係る割当ての内容を異にすることとした考え方等の内容を

具体的に記載すること。 

 

 

ｂ 組織再編成当事会社が、組織再編成に係る割当ての内容を決定する際に第三者の意見を聴取した場

合に、当該第三者の名称、意見の概要及び当該意見を踏まえて組織再編成に係る割当ての内容を決定

するに至った経緯を記載すること。なお、組織再編成当事会社が共通支配下関係（会社計算規則（平

成18年法務省令第13号）第２条第３項第32号に規定する共通支配下関係をいう。）にあるときは、

組織再編成対象会社の発行する有価証券の所有者の利益を害さないように留意した事項（当該事項が

ない場合にあっては、その旨）を記載すること。 

ｃ ［同左］ 

⑸ 組織再編成対象会社の発行有価証券と組織再編成によって発行（交付）される有価証券との相違（対

象者の発行有価証券と公開買付けによって発行（交付）される有価証券との相違） 

 

ａ 組織再編成対象会社が発行者である有価証券に関する権利と第一部に記載される有価証券に関する

権利との間の重要な相違事項（例えば、有価証券に係る配当、残余財産の分配、有価証券の買受け、

議決権を行使することができる事項、有価証券の処分に関する制限等）について、具体的に、かつ、

分かりやすく記載すること。 

ｂ ［同左］ 

(５－２) 有価証券をもって対価とする公開買付けの場合の発行（交付）条件に関する事項 

ａ 提出会社が、特定組織再編成発行手続又は特定組織再編成交付手続に関して本届出書を提出する場

合には、記載を要しない。 

ｂ ［同左］ 
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⑹ ［略］ 

⑺ 組織再編成、株式交付又は公開買付けに関する手続 

ａ 組織再編成又は株式交付に関する手続（組織再編成又は株式交付に関し会社法等に基づき備置がな

されている書類の種類及びその概要、当該書類の閲覧方法、株主総会等の組織再編成又は株式交付に

係る手続の方法、日程、手続対象会社が発行者である有価証券の所有者が当該組織再編成又は株式交

付に係る行為に関して有する有価証券の買取請求権の行使方法（当該権利がない場合にあっては、そ

の旨）等）を、具体的に、かつ、分かりやすく記載すること。 

ｂ ［略］ 

⑻ 統合財務情報 

ａ 提出会社が、特定組織再編成発行手続若しくは特定組織再編成交付手続又は株式交付に関して本届

出書を提出する場合には、手続対象会社（二以上の株式会社又は合同会社が共同して新設分割をする

ときには各新設分割会社、二以上の株式会社が共同して株式移転をするときには各株式移転完全子会

社をいう。）及び提出会社について、最近連結会計年度（連結財務諸表を作成していない場合には、

最近事業年度）に係る主要な経営指標等（第二号様式記載上の注意(25)ａ⒜から⒫までに掲げる主要な

経営指標等（連結財務諸表を作成していない場合には、同様式記載上の注意(25)ｂ⒜から⒯までに掲げ

る主要な経営指標等）をいい、連結財務諸表規則第 93 条の規定により指定国際会計基準（同条に規

定する指定国際会計基準をいう。以下この様式において同じ。）により連結財務諸表を作成した場

合、連結財務諸表規則第 94 条の規定により修正国際基準（同条に規定する修正国際基準をいう。）

により連結財務諸表を作成した場合、又は提出会社が連結財務諸表を作成しておらず、かつ、財務諸

表等規則第129 条第２項の規定により指定国際会計基準により財務諸表を作成した場合は、これらの

経営指標等に相当する指標等。以下⑻において同じ。）を記載すること。また、これらの主要な経営

指標等に基づき、当該特定組織再編成発行手続若しくは特定組織再編成交付手続又は株式交付の後の

提出会社に係るものとして算出した主要な経営指標等を記載すること。 

なお、組織再編成又は株式交付の後の提出会社に係る主要な経営指標等の算出において必要な調整

を行った場合にはその旨を明示すること。 

組織再編成又は株式交付の後の提出会社に係る主要な経営指標等は、公認会計士又は監査法人の監

査証明を受けていない財務情報に基づく記載である旨を明示すること。 

ｂ ［略］ 

⑼ 発行者（その関連者）と組織再編成対象会社又は株式交付子会社との重要な契約（発行者（その関連

者）と対象者との重要な契約） 

ａ 最近連結会計年度（連結財務諸表を作成していない場合には最近事業年度）において、手続対象会

社（その関係会社を含む。以下⑼において同じ。）と手続当事会社（その関係会社を含む。以下⑼に

おいて同じ。）の間において、吸収合併、新設合併、重要な事業の全部若しくは一部の譲渡若しくは

重要な事業の全部若しくは一部の譲受け、株式交換、株式移転、吸収分割若しくは新設分割が行われ

ること又は手続当事会社が手続対象会社を株式交付子会社とする株式交付をすることが、手続当事会

社の業務執行を決定する機関により決定された場合には、第二号様式記載上の注意(33)に準じて記載す

ること（本届出書についての組織再編成に係る契約及び株式交付を除く。）。 

 

ｂ 手続対象会社と手続当事会社との間において事業の全部若しくは主要な部分の賃貸借又は経営の委

任、他人と事業上の損益全部を共通にする契約、技術援助契約その他の経営上の重要な契約を締結し

ている場合には、その概要を記載すること。最近連結会計年度の開始日から本届出書提出日までの間

において、これらの契約について重要な変更又は解約があった場合には、その内容を記載すること。 

⑹ ［同左］ 

⑺ 組織再編成に関する手続（公開買付けに関する手続） 

ａ 組織再編成に関する手続（組織再編成に関し会社法等に基づき備置がなされている書類の種類及び

その概要、当該書類の閲覧方法、株主総会等の組織再編成に係る手続の方法、日程、組織再編成対象

会社が発行者である有価証券の所有者が当該組織再編成行為に関して有価証券の買取請求権の行使方

法（当該権利がない場合にあっては、その旨）等）を、具体的に、かつ、分かりやすく記載するこ

と。 

ｂ ［同左］ 

⑻ 統合財務情報 

ａ 提出会社が、特定組織再編成発行手続又は特定組織再編成交付手続に関して本届出書を提出する場

合には、組織再編成対象会社（二以上の株式会社又は合同会社が共同して新設分割をするときには各

新設分割会社、二以上の株式会社が共同して株式移転をするときには各株式移転完全子会社をい

う。）及び提出会社について、最近連結会計年度（連結財務諸表を作成していない場合には、最近事

業年度）に係る主要な経営指標等（第二号様式記載上の注意(25)ａ⒜から⒫までに掲げる主要な経営指

標等（連結財務諸表を作成していない場合には、同様式記載上の注意(25)ｂ⒜から⒯までに掲げる主要

な経営指標等）をいい、連結財務諸表規則第 93 条の規定により指定国際会計基準（同条に規定する

指定国際会計基準をいう。以下この様式において同じ。）により連結財務諸表を作成した場合、連結

財務諸表規則第 94 条の規定により修正国際基準（同条に規定する修正国際基準をいう。）により連

結財務諸表を作成した場合、又は提出会社が連結財務諸表を作成しておらず、かつ、財務諸表等規則

第129 条第２項の規定により指定国際会計基準により財務諸表を作成した場合は、これらの経営指標

等に相当する指標等。以下⑻において同じ。）を記載すること。また、これらの主要な経営指標等に

基づき、当該組織再編成後の提出会社に係るものとして算出した主要な経営指標等を記載すること。 

 

なお、組織再編成後の提出会社に係る主要な経営指標等の算出において必要な調整を行った場合に

はその旨を明示すること。 

組織再編成後の提出会社に係る主要な経営指標等は、公認会計士又は監査法人の監査証明を受けて

いない財務情報に基づく記載である旨を明示すること。 

ｂ ［同左］ 

⑼ 発行者（その関連者）と組織再編成対象会社との重要な契約（発行者（その関連者）と対象者との重

要な契約） 

ａ 最近連結会計年度（連結財務諸表を作成していない場合には最近事業年度）において、組織再編成

対象会社（その関係会社を含む。以下⑼において同じ。）と組織再編成当事会社（その関係会社を含

む。組織再編成当事会社が提出会社でない場合には、提出会社及びその関係会社も含む。以下⑼にお

いて同じ。）の間において、吸収合併、新設合併、重要な事業の全部若しくは一部の譲渡又は重要な

事業の全部若しくは一部の譲受け、株式交換、株式移転、吸収分割又は新設分割が行われることが、

組織再編成当事会社の業務執行を決定する機関により決定された場合には、第二号様式記載上の注意

(33)に準じて記載すること（組織再編成当事会社（組織再編成当事会社が提出会社以外の会社である場

合には、当該会社をいう。）が組織再編成対象会社と締結する組織再編成に係る契約を除く。）。 

ｂ 組織再編成対象会社と組織再編成当事会社において事業の全部若しくは主要な部分の賃貸借又は経

営の委任、他人と事業上の損益全部を共通にする契約、技術援助契約その他の経営上の重要な契約を

締結している場合には、その概要を記載すること。最近連結会計年度の開始日から本届出書提出日ま

での間において、これらの契約について重要な変更又は解約があった場合には、その内容を記載する
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ｃ ［略］ 

⑽ 組織再編成対象会社情報又は株式交付子会社情報 

ａ 手続対象会社が継続開示会社に該当する者である場合に記載すること。 

ｂ 当該届出書の提出日において既に提出されている手続対象会社の直近の有価証券報告書及びその添

付書類並びにその提出以後に提出される四半期報告書若しくは半期報告書及び臨時報告書並びにこれ

らの訂正報告書について記載すること。 

［ｃ・ｄ 略］ 

こと。 

ｃ ［同左］ 

⑽ 組織再編成対象会社情報 

ａ 組織再編成対象会社が継続開示会社に該当する者である場合に記載すること。 

ｂ 当該届出書の提出日において既に提出されている組織再編成対象会社の直近の有価証券報告書及び

その添付書類並びにその提出以後に提出される四半期報告書若しくは半期報告書及び臨時報告書並び

にこれらの訂正報告書について記載すること。 

［ｃ・ｄ 同左］ 

  

第二号の七様式 

【表紙】 

【提出書類】               有価証券届出書 

【提出先】                  財務（支）局長 

【提出日】                    年 月 日 

【会社名】                                 

【英訳名】                                 

【代表者の役職氏名】                            

【本店の所在の場所】                            

【電話番号】                                

【事務連絡者氏名】                             

【最寄りの連絡場所】                            

【電話番号】                                

【事務連絡者氏名】                             

【届出の対象とした募集（売出）有価証券の 

種類】                                   

【届出の対象とした募集（売出）金額】                    

【縦覧に供する場所】           名称 

（所在地） 

第一部 ［略］ 

第二部【組織再編成、株式交付又は公開買付けに関する情報】 

第１【組織再編成、株式交付又は公開買付けの概要】 

１【組織再編成、株式交付又は公開買付けの目的等】 

２【組織再編成、株式交付又は公開買付けの当事会社の概要】 

３【組織再編成、株式交付又は公開買付けに係る契約等】 

４【組織再編成、株式交付又は公開買付けに係る割当ての内容及びその算定根拠】 

５【組織再編成対象会社又は株式交付子会社の発行有価証券と組織再編成又は株式交付によって発行（交

付）される有価証券との相違（対象者の発行有価証券と公開買付けに係る提出会社によって発行（交

付）される有価証券との相違）】 

［６・７ 略］ 

８【組織再編成、株式交付又は公開買付けに関する手続】 

第２ ［略］ 

第３【発行者（その関連者）と組織再編成対象会社又は株式交付子会社との重要な契約（発行者（その関連

第二号の七様式 

【表紙】 

【提出書類】               有価証券届出書 

【提出先】                  財務（支）局長 

【提出日】                    年 月 日 

【会社名】                                 

【英訳名】                                 

【代表者の役職氏名】                            

【本店の所在の場所】                            

【電話番号】                                

【事務連絡者氏名】                             

【最寄りの連絡場所】                            

【電話番号】                                

【事務連絡者氏名】                             

【届出の対象とした募集（売出）有価証券の 

種類】                                   

【届出の対象とした募集（売出）金額】                    

【縦覧に供する場所】           名称 

（所在地） 

第一部 ［同左］ 

第二部【組織再編成（公開買付け）に関する情報】 

第１【組織再編成（公開買付け）の概要】 

１【組織再編成（公開買付け）の目的等】 

２【組織再編成（公開買付け）の当事会社の概要】 

３【組織再編成（公開買付け）に係る契約】 

４【組織再編成（公開買付け）に係る割当ての内容及びその算定根拠】 

５【組織再編成対象会社の発行有価証券と組織再編成によって発行（交付）される有価証券との相違（対

象者の発行有価証券と公開買付けに係る提出会社によって発行（交付）される有価証券との相違）】 

 

［６・７ 同左］ 

８【組織再編成に関する手続（公開買付けに関する手続）】 

第２ ［同左］ 

第３【発行者（その関連者）と組織再編成対象会社との重要な契約（発行者（その関連者）と対象者との重
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者）と対象者との重要な契約）】 

第三部【企業情報】 

［第１～第３ 略］ 

第４【提出会社の状況】 

 １ ［略］ 

２【自己株式の取得等の状況】 

【株式の種類等】             

［⑴～⑶ 略］ 

⑷【取得自己株式の処理状況及び保有状況】 

区分 
最近事業年度 最近期間 

株式数（株） 処分価額の総額（円） 株式数（株） 処分価額の総額（円） 

［略］ 

合併、株式交換

、株式交付、会

社分割に係る移

転を行った取得

自己株式 

    

［略］ 

［３・４ 略］ 

［第５～第７ 略］ 

第四部 ［略］ 

第五部【組織再編成対象会社情報又は株式交付子会社情報】 

第１【継続開示会社たる組織再編成対象会社又は株式交付子会社に関する事項】 

⑴【組織再編成対象会社又は株式交付子会社が提出した書類】 

［①～④ 略］ 

⑵ ［略］ 

第六部 ［略］ 

（記載上の注意） 

「第二部 組織再編成、株式交付又は公開買付けに関する情報」及び「第五部 組織再編成対象会社情

報又は株式交付子会社情報」については、第二号の六様式の記載上の注意（株式交付に際して本届出書を

提出する場合には、同様式記載上の注意⑹を除く。）に、それ以外の項目については、第二号の四様式の

記載上の注意に準じて記載すること。 

要な契約）】 

第三部【企業情報】 

［第１～第３ 同左］ 

第４【提出会社の状況】 

１ ［同左］ 

２【自己株式の取得等の状況】 

【株式の種類等】             

［⑴～⑶ 同左］ 

⑷【取得自己株式の処理状況及び保有状況】 

区分 
最近事業年度 最近期間 

株式数（株） 処分価額の総額（円） 株式数（株） 処分価額の総額（円） 

［同左］ 

合併、株式交換

、会社分割に係

る移転を行った

取得自己株式 

 

    

［同左］ 

［３・４ 同左］ 

［第５～第７ 同左］ 

第四部 ［同左］ 

第五部【組織再編成対象会社情報】 

第１【継続開示会社たる組織再編成対象会社に関する事項】 

⑴【組織再編成対象会社が提出した書類】 

［①～④ 同左］ 

⑵ ［同左］ 

第六部 ［同左］ 

（記載上の注意） 

「第二部 組織再編成（公開買付け）に関する情報」及び「第五部 組織再編成対象会社情報」につい

ては、第二号の六様式の記載上の注意に、それ以外の項目については、第二号の四様式の記載上の注意に

準じて記載すること。 

  

第三号様式 

【表紙】 

【提出書類】                   有価証券報告書 

【根拠条文】                   金融商品取引法第24条第１項 

【提出先】                      財務（支）局長 

【提出日】                        年 月 日 

第三号様式 

【表紙】 

【提出書類】                   有価証券報告書 

【根拠条文】                   金融商品取引法第24条第１項 

【提出先】                      財務（支）局長 

【提出日】                        年 月 日 
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【事業年度】                   第 期（自      年 月 日 至     

年 月 日） 

【会社名】⑵                                      

【英訳名】                                       

【代表者の役職氏名】⑶                                 

【本店の所在の場所】                                  

【電話番号】                                      

【事務連絡者氏名】                                   

【最寄りの連絡場所】                                  

【電話番号】                                      

【事務連絡者氏名】                                   

【縦覧に供する場所】⑷              名称 

（所在地） 

【事業年度】                   第 期（自      年 月 日 至      

年 月 日） 

【会社名】⑵                                      

【英訳名】                                       

【代表者の役職氏名】⑶                                 

【本店の所在の場所】                                  

【電話番号】                                      

【事務連絡者氏名】                                   

【最寄りの連絡場所】                                  

【電話番号】                                      

【事務連絡者氏名】                                   

【縦覧に供する場所】⑷              名称 

（所在地） 

第一部【企業情報】 

［第１～第３ 略］ 

第一部【企業情報】 

［第１～第３ 同左］ 

第４【提出会社の状況】 

１ ［略］ 

第４【提出会社の状況】 

１ ［同左］ 

２【自己株式の取得等の状況】(28) 

【株式の種類等】         (29) 

［⑴～⑶ 略］ 

⑷【取得自己株式の処理状況及び保有状況】(33) 

区分 

当事業年度 当期間 

株式数（株） 
処分価額の総額

（円） 
株式数（株） 

処分価額の総額

（円） 

［略］ 

合併、株式交換、株式交付、会社

分割に係る移転を行った取得自己

株式 

    

［略］ 

［３・４ 略］ 

２【自己株式の取得等の状況】(28) 

【株式の種類等】         (29) 

［⑴～⑶ 同左］ 

⑷【取得自己株式の処理状況及び保有状況】(33) 

区分 

当事業年度 当期間 

株式数（株） 
処分価額の総額

（円） 
株式数（株） 

処分価額の総額

（円） 

［同左］ 

合併、株式交換、会社分割に係る

移転を行った取得自己株式 

 

    

［同左］ 

［３・４ 同左］ 

［第５～第７ 略］ ［第５～第７ 同左］ 

第二部 ［略］ 

（記載上の注意） 

  ［略］ 

第二部 ［同左］ 

（記載上の注意） 

  ［同左］ 

  

第四号の三様式 

【表紙】 

【提出書類】                   四半期報告書 

【根拠条文】                   金融商品取引法第24条の４の７第 項 

【提出先】                      財務（支）局長 

第四号の三様式 

【表紙】 

【提出書類】                   四半期報告書 

【根拠条文】                   金融商品取引法第24条の４の７第 項 

【提出先】                      財務（支）局長 
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【提出日】                        年 月 日 

【四半期会計期間】                 第 期第 四半期（自     年 月 

日 至     年 月 日） 

【会社名】⑵                                    

【英訳名】                                     

【代表者の役職氏名】⑶                               

【本店の所在の場所】                                

【電話番号】                                    

【事務連絡者氏名】                                 

【最寄りの連絡場所】                                

【電話番号】                                    

【事務連絡者氏名】                                 

【縦覧に供する場所】⑷              名称 

（所在地） 

【提出日】                        年 月 日 

【四半期会計期間】                第 期第 四半期（自     年 月 

日 至     年 月 日） 

【会社名】⑵                                    

【英訳名】                                     

【代表者の役職氏名】⑶                               

【本店の所在の場所】                                

【電話番号】                                    

【事務連絡者氏名】                                 

【最寄りの連絡場所】                                

【電話番号】                                    

【事務連絡者氏名】                                 

【縦覧に供する場所】⑷              名称 

（所在地） 

［第一部・第二部 略］ 

（記載上の注意） 

［⑴～⑻ 略］ 

［第一部・第二部 同左］ 

（記載上の注意） 

［⑴～⑻ 同左］ 

⑼ 経営上の重要な契約等 

［ａ～ｃ 略］ 

ｄ 当四半期連結会計期間において、株式交換、株式移転又は株式交付が行われることが、業務執行を

決定する機関により決定された場合には、重要性の乏しいものを除き、株式交換、株式移転又は株式

交付の目的、条件、株式交換完全子会社となる会社、株式移転完全子会社となる会社又は株式交付子

会社となる会社（以下ｄにおいて「株式交換完全子会社等」という。）の株式１株に割り当てられる

株式交換完全親会社となる会社、株式移転設立完全親会社となる会社又は株式交換親会社となる会社

（以下ｄにおいて「株式交換完全親会社等」という。）の株式の数その他の財産（株式交換完全親会

社等となる会社以外の会社の株式等が割り当てられる場合を含む。）及びその算定根拠並びに当該株

式交換、株式移転及び株式交付の後の株式交換完全親会社等となる会社（株式交換完全子会社等とな

る会社の株式１株又は持分に割り当てられる財産が株式交換完全親会社等となる会社が発行する有価

証券以外の有価証券である場合には、当該有価証券の発行者を含む。）の資本金・事業の内容等につ

いて記載すること。 

ｅ ［略］ 

⑼ 経営上の重要な契約等 

［ａ～ｃ 同左］ 

ｄ 当四半期連結会計期間において、株式交換又は株式移転が行われることが、業務執行を決定する機

関により決定された場合には、重要性の乏しいものを除き、株式交換又は株式移転の目的、条件、株

式交換完全子会社となる会社又は株式移転完全子会社となる会社の株式１株に割り当てられる株式交

換完全親会社となる会社又は株式移転設立完全親会社となる会社（以下ｄにおいて「株式交換完全親

会社等」という。）の株式の数その他の財産（株式交換完全親会社となる会社以外の会社の株式等が

割り当てられる場合を含む。）及びその算定根拠並びに当該株式交換及び株式移転の後の株式交換完

全親会社等となる会社（株式交換完全子会社となる会社の株式１株又は持分に割り当てられる財産が

株式交換完全親会社となる会社が発行する有価証券以外の有価証券である場合には、当該有価証券の

発行者を含む。）の資本金・事業の内容等について記載すること。 

 

 

ｅ ［同左］ 

［⑽～(37) 略］ ［⑽～(37) 同左］ 

  

第五号様式 

【表紙】 

【提出書類】                   半期報告書 

【提出先】                      財務（支）局長 

【提出日】                        年 月 日 

【中間会計期間】                 第 期中（自     年 月 日 至 

 年 月 日） 

【会社名】⑵                                    

【英訳名】                                     

第五号様式 

【表紙】 

【提出書類】                   半期報告書 

【提出先】                      財務（支）局長 

【提出日】                        年 月 日 

【中間会計期間】                 第 期中（自     年 月 日 至 

 年 月 日） 

【会社名】⑵                                    

【英訳名】                                     
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【代表者の役職氏名】⑶                               

【本店の所在の場所】                                

【電話番号】                                    

【事務連絡者氏名】                                 

【最寄りの連絡場所】                                

【電話番号】                                    

【事務連絡者氏名】                                 

【縦覧に供する場所】⑷              名称 

（所在地） 

【代表者の役職氏名】⑶                               

【本店の所在の場所】                                

【電話番号】                                    

【事務連絡者氏名】                                 

【最寄りの連絡場所】                                

【電話番号】                                    

【事務連絡者氏名】                                 

【縦覧に供する場所】⑷              名称 

（所在地） 

［第一部・第二部 略］ 

（記載上の注意） 

［⑴～⑾ 略］ 

［第一部・第二部 同左］ 

（記載上の注意） 

［⑴～⑾ 同左］ 

⑿ 経営上の重要な契約等 

［ａ～ｃ 略］ 

ｄ 当中間連結会計期間において、株式交換、株式移転又は株式交付が行われることが、業務執行を決

定する機関により決定された場合には、重要性の乏しいものを除き、株式交換、株式移転又は株式交

付の目的、条件、株式交換完全子会社となる会社、株式移転完全子会社となる会社又は株式交付子会

社となる会社（以下ｄにおいて「株式交換完全子会社等」という。）の株式１株に割り当てられる株

式交換完全親会社となる会社、株式移転設立完全親会社となる会社又は株式交付親会社となる会社

（以下ｄにおいて「株式交換完全親会社等」という。）の株式の数その他の財産（株式交換完全親会

社等となる会社以外の会社の株式等が割り当てられる場合を含む。）及びその算定根拠並びに当該株

式交換、株式移転及び株式交付の後の株式交換完全親会社等となる会社（株式交換完全子会社等とな

る会社の株式１株又は持分に割り当てられる財産が株式交換完全親会社等となる会社が発行する有価

証券以外の有価証券である場合には、当該有価証券の発行者を含む。）の資本金・事業の内容等につ

いて記載すること。 

ｅ ［略］ 

⑿ 経営上の重要な契約等 

［ａ～ｃ 同左］ 

ｄ 当中間連結会計期間において、株式交換又は株式移転が行われることが、業務執行を決定する機関

により決定された場合には、重要性の乏しいものを除き、株式交換又は株式移転の目的、条件、株式

交換完全子会社となる会社又は株式移転完全子会社となる会社の株式１株に割り当てられる株式交換

完全親会社となる会社又は株式移転設立完全親会社となる会社（以下ｄにおいて「株式交換完全親会

社等」という。）の株式の数その他の財産（株式交換完全親会社となる会社以外の会社の株式等が割

り当てられる場合を含む。）及びその算定根拠並びに当該株式交換及び株式移転の後の株式交換完全

親会社等となる会社（株式交換完全子会社となる会社の株式１株又は持分に割り当てられる財産が株

式交換完全親会社となる会社が発行する有価証券以外の有価証券である場合には、当該有価証券の発

行者を含む。）の資本金・事業の内容等について記載すること。 

 

 

ｅ ［同左］ 

［⒀～(47) 略］ ［⒀～(47) 同左］ 

  

第五号の二様式 

【表紙】 

【提出書類】               半期報告書 

【提出先】                  財務（支）局長 

【提出日】                    年 月 日 

【中間会計期間】             第 期中（自    年 月 日 至    年 月 日） 

【会社名】⑵                                

【英訳名】                                 

【代表者の役職氏名】⑶                           

【本店の所在の場所】                            

【電話番号】                                

【事務連絡者氏名】                             

【最寄りの連絡場所】                            

【電話番号】                                

第五号の二様式 

【表紙】 

【提出書類】               半期報告書 

【提出先】                  財務（支）局長 

【提出日】                    年 月 日 

【中間会計期間】             第 期中（自    年 月 日 至    年 月 日） 

【会社名】⑵                                

【英訳名】                                 

【代表者の役職氏名】⑶                           

【本店の所在の場所】                            

【電話番号】                                

【事務連絡者氏名】                             

【最寄りの連絡場所】                            

【電話番号】                                
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【事務連絡者氏名】                             

【縦覧に供する場所】⑷          名称 

（所在地） 

【事務連絡者氏名】                             

【縦覧に供する場所】⑷          名称 

（所在地） 

［第一部～第三部 略］ 

（記載上の注意） 

［⑴～⑾ 略］ 

［第一部～第三部 同左］ 

（記載上の注意） 

［⑴～⑾ 同左］ 

⑿ 経営上の重要な契約等 

［ａ～ｃ 略］  

ｄ 当中間会計期間において、株式交換、株式移転又は株式交付が行われることが、業務執行を決定す

る機関により決定された場合には、重要性の乏しいものを除き、株式交換、株式移転又は株式交付の

目的、条件、株式交換完全子会社となる会社、株式移転完全子会社となる会社又は株式交付子会社と

なる会社（以下ｄにおいて「株式交換完全子会社等」という。）の株式１株に割り当てられる株式交

換完全親会社となる会社、株式移転設立完全親会社となる会社又は株式交付親会社となる会社（以下

ｄにおいて「株式交換完全親会社等」という。）の株式の数その他の財産（株式交換完全親会社等と

なる会社以外の会社の株式等が割り当てられる場合を含む。）及びその算定根拠並びに当該株式交

換、株式移転及び株式交付の後の株式交換完全親会社等となる会社（株式交換完全子会社等となる会

社の株式１株又は持分に割り当てられる財産が株式交換完全親会社等となる会社が発行する有価証券

以外の有価証券である場合には、当該有価証券の発行者を含む。）の資本金・事業の内容等について

記載すること。 

ｅ ［略］ 

⑿ 経営上の重要な契約等 

［ａ～ｃ 同左］ 

ｄ 当中間会計期間において、株式交換又は株式移転が行われることが、業務執行を決定する機関によ

り決定された場合には、重要性の乏しいものを除き、株式交換又は株式移転の目的、条件、株式交換

完全子会社となる会社又は株式移転完全子会社となる会社の株式１株に割り当てられる株式交換完全

親会社となる会社又は株式移転設立完全親会社となる会社（以下ｄにおいて「株式交換完全親会社

等」という。）の株式の数その他の財産（株式交換完全親会社となる会社以外の会社の株式等が割り

当てられる場合を含む。）及びその算定根拠並びに当該株式交換又は株式移転の後の株式交換完全親

会社等となる会社（株式交換完全子会社となる会社の株式１株又は持分に割り当てられる財産が株式

交換完全親会社となる会社が発行する有価証券以外の有価証券である場合には、当該有価証券の発行

者を含む。）の資本金・事業の内容等について記載すること。 

 

 

ｅ ［同左］ 

［⒀～(28) 略］ ［⒀～(28) 同左］ 

  

第七号の四様式 

【表紙】 

【提出書類】               有価証券届出書 

【提出先】                関東財務局長 

【提出日】                    年 月 日 

【会社名】                                 

【代表者の役職氏名】                            

【本店の所在の場所】                            

【代理人の氏名又は名称】                          

【代理人の住所又は所在地】                         

【電話番号】                                

【事務連絡者氏名】                             

【連絡場所】                                

【電話番号】                                

【届出の対象とした募集（売出）有価証券の 

種類】                                   

【届出の対象とした募集（売出）金額】                    

【安定操作に関する事項】                          

【縦覧に供する場所】           名称 

（所在地） 

第七号の四様式 

【表紙】 

【提出書類】               有価証券届出書 

【提出先】                関東財務局長 

【提出日】                    年 月 日 

【会社名】                                 

【代表者の役職氏名】                            

【本店の所在の場所】                            

【代理人の氏名又は名称】                          

【代理人の住所又は所在地】                         

【電話番号】                                

【事務連絡者氏名】                             

【連絡場所】                                

【電話番号】                                

【届出の対象とした募集（売出）有価証券の 

種類】                                   

【届出の対象とした募集（売出）金額】                    

【安定操作に関する事項】                          

【縦覧に供する場所】           名称 

（所在地） 
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第一部 ［略］ 第一部 ［同左］ 

第二部【組織再編成、株式交付又は公開買付けに関する情報】 

第１【組織再編成、株式交付又は公開買付けの概要】 

１【組織再編成、株式交付又は公開買付けの目的等】 

２【組織再編成、株式交付又は公開買付けの当事会社の概要】 

３【組織再編成、株式交付又は公開買付けに係る契約等】 

４【組織再編成、株式交付又は公開買付けに係る割当ての内容及びその算定根拠】 

５【組織再編成対象会社又は株式交付子会社の発行有価証券と組織再編成又は株式交付によって発行（交

付）される有価証券との相違（対象者の発行有価証券と公開買付けに係る提出会社によって発行（交

付）される有価証券との相違）】 

［６・７ 略］ 

８【組織再編成、株式交付又は公開買付けに関する手続】 

第２ ［略］ 

第３【発行者（その関連者）と組織再編成対象会社又は株式交付子会社との重要な契約（発行者（その関連

者）と対象者との重要な契約）】 

［第三部～第五部 略］ 

第二部【組織再編成（公開買付け）に関する情報】 

第１【組織再編成（公開買付け）の概要】 

１【組織再編成（公開買付け）の目的等】 

２【組織再編成（公開買付け）の当事会社の概要】 

３【組織再編成（公開買付け）に係る契約】 

４【組織再編成（公開買付け）に係る割当ての内容及びその算定根拠】 

５【組織再編成対象会社の発行有価証券と組織再編成によって発行（交付）される有価証券との相違（対

象者の発行有価証券と公開買付けに係る提出会社によって発行（交付）される有価証券との相違）】 

 

［６・７ 同左］ 

８【組織再編成に関する手続（公開買付けに関する手続）】 

第２ ［同左］ 

第３【発行者（その関連者）と組織再編成対象会社との重要な契約（発行者（その関連者）と対象者との重

要な契約）】 

［第三部～第五部 同左］ 

第六部【組織再編成対象会社情報又は株式交付子会社情報】 

（記載上の注意） 

「第二部 組織再編成、株式交付又は公開買付けに関する情報」及び「第六部 組織再編成対象会社情

報又は株式交付子会社情報」については、第二号の六様式の記載上の注意（株式交付に際して本届出書を

提出する場合には、同様式記載上の注意⑹を除く。）に、それ以外の項目については、第七号様式の記載

上の注意に準じて記載すること。 

第六部【組織再編成対象会社情報】 

（記載上の注意） 

「第二部 組織再編成（公開買付け）に関する情報」及び「第六部 組織再編成対象会社情報」につい

ては、第二号の六様式の記載上の注意に、それ以外の項目については、第七号様式の記載上の注意に準じ

て記載すること。 

  

第十二号様式 

【表紙】 

【発行登録追補書類番号】                          

【提出書類】               発行登録追補書類 

【提出先】                  財務（支）局長 

【提出日】                    年 月 日 

【会社名】                                 

【英訳名】                                 

【代表者の役職氏名】                            

【本店の所在の場所】                            

【電話番号】                                

【事務連絡者氏名】                             

【最寄りの連絡場所】                            

【電話番号】                                

【事務連絡者氏名】                             

【発行登録の対象とした募集（売出）有価証 

券の種類】⑴                                

【今回の募集（売出）金額】⑵                        

【発行登録書の内容】⑶ 

第十二号様式 

【表紙】 

【発行登録追補書類番号】                          

【提出書類】               発行登録追補書類 

【提出先】                  財務（支）局長 

【提出日】                    年 月 日 

【会社名】                                 

【英訳名】                                 

【代表者の役職氏名】                            

【本店の所在の場所】                            

【電話番号】                                

【事務連絡者氏名】                             

【最寄りの連絡場所】                            

【電話番号】                                

【事務連絡者氏名】                             

【発行登録の対象とした募集（売出）有価証 

券の種類】⑴                                

【今回の募集（売出）金額】⑵                        

【発行登録書の内容】⑶ 
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提出日       年  月  日 

効力発生日       年  月  日 

有効期限       年  月  日 

発行登録番号  

発行予定額又は発行残高の上限（円）  

【これまでの募集（売出）実績】⑷ 

（発行予定額を記載した場合） 

番号 提出年月日 
募集（売出）金額

（円） 
減額による訂正年月日 減額金額（円） 

     

     

     

実績合計額（円）  減額総額（円）  

【残額】（発行予定額－実績合計額－減額総額）       円 

（発行残高の上限を記載した場合） 

番号 提出年月日 

募 集 （ 売

出 ） 金 額

（円） 

償還年月日 
償 還 金 額

（円） 

減額による訂

正年月日 

減 額 金 額

（円） 

       

       

       

実績合計額（円）  
償 還 総 額

（円） 
 

減 額 総 額

（円） 
 

【残高】（発行残高の上限－実績合計額＋償還総額－減額総額）       円 

【安定操作に関する事項】 

【縦覧に供する場所】⑸         名称 

（所在地） 

提出日       年  月  日 

効力発生日       年  月  日 

有効期限       年  月  日 

発行登録番号  

発行予定額又は発行残高の上限（円）  

【これまでの募集（売出）実績】⑷ 

（発行予定額を記載した場合） 

番号 提出年月日 
募集（売出）金額

（円） 
減額による訂正年月日 減額金額（円） 

     

     

     

実績合計額（円）  減額総額（円）  

【残額】（発行予定額－実績合計額－減額総額）       円 

（発行残高の上限を記載した場合） 

番号 提出年月日 

募 集 （ 売

出 ） 金 額

（円） 

償還年月日 
償 還 金 額

（円） 

減額による訂

正年月日 

減 額 金 額

（円） 

       

       

       

実績合計額（円）  
償 還 総 額

（円） 
 

減 額 総 額

（円） 
 

【残高】（発行残高の上限－実績合計額＋償還総額－減額総額）       円 

【安定操作に関する事項】 

【縦覧に供する場所】⑸         名称 

（所在地） 

第一部 ［略］ 

第二部【公開買付け又は株式交付に関する情報】⑹ 

第１【公開買付け又は株式交付の概要】 

１【公開買付け又は株式交付の目的等】 

２【公開買付け又は株式交付の当事会社の概要】 

３【公開買付け又は株式交付に係る契約等】 

第一部 ［同左］ 

第二部【公開買付けに関する情報】⑹ 

第１【公開買付けの概要】 

１【公開買付けの目的等】 

２【公開買付けの当事会社の概要】 

３【公開買付けに係る契約】 
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４【公開買付け又は株式交付に係る割当ての内容及びその算定根拠】 

５【対象者の発行有価証券と公開買付けに係る提出会社によって発行（交付）される有価証券との相違

（株式交付子会社の発行有価証券と株式交付によって発行（交付）される有価証券との相違）】 

６ ［略］ 

７【公開買付け又は株式交付に関する手続】 

第２ ［略］ 

第３【発行者（その関連者）と対象者との重要な契約（発行者（その関連者）と株式交付子会社との重要な

契約）】 

［第三部・第四部 略］ 

４【公開買付けに係る割当ての内容及びその算定根拠】 

５【対象者の発行有価証券と公開買付けに係る提出会社によって発行（交付）される有価証券との相違】 

 

６ ［同左］ 

７【公開買付けに関する手続】 

第２ ［同左］ 

第３【発行者（その関連者）と対象者との重要な契約】 

 

［第三部・第四部 同左］ 

（記載上の注意） 

次に掲げるものを除き、第二号様式に準じて記載すること。ただし、今回の募集又は売出しに係る発行

登録書（当該発行登録書の訂正発行登録書を含む。）において記載されている事項と同一内容のものにつ

いては、当該事項の記載を省略することができる。 

（記載上の注意） 

次に掲げるものを除き、第二号様式に準じて記載すること。ただし、今回の募集又は売出しに係る発行

登録書（当該発行登録書の訂正発行登録書を含む。）において記載されている事項と同一内容のものにつ

いては、当該事項の記載を省略することができる。 

［⑴～⑸ 略］ ［⑴～⑸ 同左］ 

⑹ 公開買付け又は株式交付に関する情報 

第二号の六様式記載上の注意⑴から⑼まで（株式交付に際して本届出書を提出する場合には、同様式

記載上の注意⑹を除く。）に準じて記載すること。 

⑹ 公開買付けに関する情報 

第二号の六様式記載上の注意⑴から⑼までに準じて記載すること。 

［⑺・⑻ 略］ ［⑺・⑻ 同左］ 

  

第十七号様式 

【表紙】 

【提出書類】               自己株券買付状況報告書 

【根拠条文】               金融商品取引法第24条の６第１項 

【提出先】                  財務（支）局長 

【提出日】                    年 月 日 

【報告期間】               自     年 月 日 至     年 月 日 

【会社名】                                 

【英訳名】                                 

【代表者の役職氏名】                            

【本店の所在の場所】                            

【電話番号】                                

【事務連絡者氏名】                             

【最寄りの連絡場所】                            

【電話番号】                                

【事務連絡者氏名】                             

【縦覧に供する場所】           名称 

（所在地） 

株式の種類             

第十七号様式 

【表紙】 

【提出書類】               自己株券買付状況報告書 

【根拠条文】               金融商品取引法第24条の６第１項 

【提出先】                  財務（支）局長 

【提出日】                    年 月 日 

【報告期間】               自     年 月 日 至     年 月 日 

【会社名】                                 

【英訳名】                                 

【代表者の役職氏名】                            

【本店の所在の場所】                            

【電話番号】                                

【事務連絡者氏名】                             

【最寄りの連絡場所】                            

【電話番号】                                

【事務連絡者氏名】                             

【縦覧に供する場所】           名称 

（所在地） 

株式の種類             

１ ［略］ １ ［同左］ 

２【処理状況】                               年  月  日現在 

区分 報告月における処分株式数 処分価額の総額（円） 

２【処理状況】                               年  月  日現在 

区分 報告月における処分株式数 処分価額の総額（円） 
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 （株）  

［略］ 

合併、株式交換、株式交付、会社分割に係る移転

を行った取得自己株式 

（移転日）   

  月  日   

  月  日   

  月  日   

［略］ 
 

 （株）  

［同左］ 

合併、株式交換、会社分割に係る移転を行った取

得自己株式 

（移転日）   

  月  日   

  月  日   

  月  日   

［同左］ 
 

３ ［略］ ３ ［同左］ 

（記載上の注意） 

［１・２ 略］ 

（記載上の注意） 

［１・２ 同左］ 

３ 「処理状況」 

［⑴・⑵ 略］ 

⑶ 「合併、株式交換、株式交付、会社分割に係る移転を行った取得自己株式」欄には、合併、株式交

換、株式交付又は会社分割により報告月中に移転したものの総数及び処分価額の総額を、移転日ごとに

記載すること。 

⑷ ［略］ 

３ 「処理状況」 

［⑴・⑵ 同左］ 

⑶ 「合併、株式交換、会社分割に係る移転を行った取得自己株式」欄には、合併、株式交換又は会社分

割により報告月中に移転したものの総数及び処分価額の総額を、移転日ごとに記載すること。 

 

⑷ ［同左］ 

４ ［略］ ４ ［同左］ 

備 考 表 中 の ［ ］ の 記 載 及 び 対 象 規 定 の 二 重 傍 線 を 付 し た 標 記 部 分 を 除 く 全 体 に 付 し た 傍 線 は 注 記 で あ る 。 


